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補助金の交付申請および受給される皆様へ 

一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という）が交付する「クリーンエネ

ルギー自動車導入事業費補助金」（以下「本補助金」という）は、国庫補助金等の公的資金を財源と

しています。このため、その適正な執行が社会的に強く求められており、センターとしても本補助

金に係る不正行為に対しては厳格に対処いたします。 

 以下の点を十分にご理解の上、申請又は受給していただきますようお願い申し上げます。 

１．本補助金の申請者がセンターに提出する書類には、如何なる理由があっても、虚偽の記載を行

なわないで下さい。 

２．偽りその他の不正な方法により本補助金を受給した疑いがある場合には、センターとして、必

要に応じて調査等を行います。 

３．特に、反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金は交付しません。 

４．本補助金を受けて取得したクリーンエネルギー自動車は、一定の年数は処分（譲渡、交換、貸

し付け、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為を言う）できません。

（以下処分制限期間という）。処分制限期間内に処分しようとするときには、事前にセンターの

承認を受けなくてはなりません。なお、センターは必要に応じて管理状況について調査を行い

ます。 

５．不正な方法により本補助金を受給した疑いがあるとき、又は、補助金受けた車両を事前の承認

を得ずして処分したことが判明したときは、当該補助金の全部又は一部について、加算金（年

10.95％の利率）を加えて返納していただくことがあります。 

６．さらに、補助金に係る不正行為に対しては、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30 年法律第 179 号）（いわゆる補助金等適正化法）の第 29 条から第 32 条において、刑

事罰を科す旨規定されています。 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

一般社団法人次世代自動車振興センター 

個人情報保護について 

 
当センターは、補助金交付業務に当たり、当センターとして定めた個人情報保護方針に基づき、以

下を遵守いたします。（当センターの個人情報保護方針はホームページに記載しております。） 

 

１．ご提供いただきました『個人情報』は以下の目的に必要な範囲を超えて使用しません。 

①補助金申請者への問合せ、補助金の交付・不交付等の通知及び補助金の振込、規定された期間

の補助対象物の保有又は使用義務違反に係る調査等、補助金交付に関する業務の適切な遂行。 

②シンポジウム開催等の次世代自動車普及啓発業務の適切な遂行。 

２．『個人データ』は法令に基づく場合又は業務遂行上必要な範囲で業務委託先に提供する場合を除

き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。 

３．『個人データ』を業務委託先に預託する場合は、秘密保持契約等によって、業務委託先に個人情

報保護を義務付け、業務委託先が適切に『個人データ』を取り扱うよう管理いたします。 

４．『個人データ』は、不正なアクセス対策やウイルス対策等の情報セキュリティ対策を実施し、適

切な安全対策のもとに管理し、漏えい、滅失及び改ざん等を防止いたします。 

５．『個人データ』に関し、個人情報保護法等個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その

他の規範を遵守いたします。 

 
  

 



✿応募要領の構成✿ 

〔全申請者の共通事項〕 
 〔申請者別の申請手続き〕 

補助金交付申請・実績報告書提出手続き 
 〔申請後の変更手続き〕 

Ⅰ 

補助金の申請から交付ま

での流れと重要ポイント 

Ⅱ 

地方公共団体 

その他の法人 

Ⅲ 

リース会社 

Ⅳ 

計画変更等の手続き 
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I. 補助金の申請から交付までの流れと重要ポイント 

I－１． 全体の流れ 

 

 

 

 

▶補助金交付申請書の受付期間は 2020 年 3 月 13 日から 2021 年 1 月 29 日までです。

（但し、予算不足の恐れが発生した場合は受付期間を短縮する場合があります。） 

 

 

 

▶補助金の交付を申請する外部給電器 1 台ごとに補助金交付申請書及び定められた書類

を添付し提出して下さい。 

▶申請書類は、郵便か宅配便で送付してください。持ち込みによる受付はいたしません。 

☆（注意）申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 

 

 

 

 

▶補助金交付申請書類が、適正なものか、応募要件を満たしているか等を審査します。 

 

 

 

 

▶審査の結果、交付が決定した補助金申請者に通知します。 

▶交付決定までの期間は、不備の無い交付申請書類一式がセンターに到着した後、1 ヶ月

程度を目途とします。 

但し、申請書類が集中した場合はさらにかかることもあります。 

 

 

 

▶外部給電器の購入は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

▶外部給電器の「納品」並びに「購入費全額の支払い完了」は、交付決定通知書発行日か

ら６０日以内となるようお願い致します。 

 

 

 

 

▶外部給電器購入後、外部給電器 1 台ごとに実績報告書を作成し、定められた書類を添

付し提出して下さい。 

▶実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払いの完了の日から起算して 

３０日以内（消印有効）、または 2021 年 3 月 1 日(必着）のいずれか早い日までに、セン

ターに提出して下さい。 

 

  

１．補助金交付申請の募集 

 

：センター 
 

：申請者 

２．補助金交付申請書類一式の提出 

３．補助金交付申請書類の審査 

 

４．補助金交付決定通知 

 

５．外部給電器の購入 

６．実績報告書類一式の提出 
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▶期限内に提出された実績報告書類の内容をセンターで確認し、補助金額が確定した申

請者に「補助金の額の確定通知書」を送付します。 

▶補助金額確定通知までの期間は、不備の無い実績報告書類一式がセンターに到着した

後、概ね 1 ヶ月程度を目途とします。 

但し、申請書類が集中した場合はさらにかかることもあります。 

 

 

 

▶「補助金の額の確定通知書」の発行後 1 週間程度で補助金交付申請書に記載された金

融機関に補助金を振込みます。 

 

 

 

▶補助金を受けて取得した外部給電器（「取得財産等」という）は、3 年の定められた期間

（取得財産等の処分制限期間）は保有することが義務付けられています。 

▶期限内に処分した場合は原則として補助金の全部又は一部を返納しなければなりませ

ん。 

▶センターでは、定期的に、補助金を交付した外部給電器の保有状況を調査しています。 

 

 

  

９．外部給電器（財産）の一定期間の保有 

 

８．補助金交付（振込み） 

７．補助金額確定通知 
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I－２． 重要ポイント 

 

◎申請者は、地方公共団体・その他の法人（リース会社含む）が対象です。個人は対象外です。 

リース会社が申請する場合でも、借入者が個人の場合対象外となります。 

◎外部給電器の購入は補助金交付決定通知書発行日以後であることが必要です。 

また、外部給電器の「納品」並びに「購入費全額の支払い完了」は、交付決定通知書発行日か

ら６０日以内となるようお願い致します。 

◎実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払い完了の日から起算して 30日以

内（消印有効）、または 2021年 3月 1日(必着）のいずれか早い日までに、センターに提出し

て下さい。 

◎予算が限られていますので、予算不足の恐れが発生した場合は受付期間を短縮することがあ

ります。 

 

（１） 補助金の募集要件  

● 補助金交付申請書の受付期間は次の通りです。 

補助金交付申請書受付期間：2020 年 3 月 13 日 ～  2021 年 1 月 29 日（必着） 

（但し、予算不足の恐れが発生した場合は受付期間を短縮する場合があります。） 

● 申請書類は、必ず、郵便か宅配便で送付して下さい。持ち込みによる受付は行いません。 

☆（注意）申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 

 

（２） 補助金交付申請書類の提出  

● 補助金交付申請ができるのは「地方公共団体・その他の法人」「リース会社」です。 

☆（注意）個人は申請できません。リース会社が申請する場合でも、個人が借入者の場合、

申請できません。 

☆（注意）独立行政法人は申請できません。 

☆（注意）補助金交付申請書内に、法人番号の記入が必要です。 

申請者への補助金交付等に関する情報が、国の gBizINFOサイトにて公 

表されます。 

● 補助金交付申請には以下の条件もあります。 

①国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることはできません。 

地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。 

②反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金の交付はできません。 

申請者は、補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認しなけ

ればなりません。申請者が「暴力団排除に関する誓約」に違反した場合は、交付決定を取

り消します。 

また、法人（地方公共団体を除く）の場合は、センターの指定様式の役員名簿の提出が必

要です。 
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☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 

③申請者は、申請外部給電器の所有に関する情報について、国・地方公共団体からセンタ

ーに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することについて了承する

必要があります。 

  

（３） 補助対象外部給電器の購入・リース  

● 外部給電器の購入は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

● 補助対象外部給電器は、センターが承認した外部給電器のみです。   

補助対象外部給電器は随時更新されますので、最新情報はセンターのホームページで確

認して下さい。 

☞当冊子作製時点の補助対象外部給電器は「（添付１）銘柄ごとの補助金交付額」（10 ページ）

参照。 

● 既に補助金の交付を受けた外部給電器は補助対象になりません。 

補助金の交付は外部給電器ごとに１回限りです。 

● 購入代金全額の支払いが完了していない購入形態（手形による購入等）は、補助金の交付

はできません。 

● 外部給電器の「納品」並びに「購入費全額の支払い完了」は、交付決定通知書発行日から６

０日以内となるようお願い致します。 

 

（４） 実績報告書類の提出  

● 外部給電器購入後、外部給電器 1 台ごとに実績報告書を作成し、定められた書類を添付し

提出して下さい。 

● 実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払いの完了の日から起算して 30 日

以内、または 2021年 3月 1日(必着）のいずれか早い日までに、センターに提出して下さい。 

 

（５） 外部給電器（財産）の一定期間の保有義務  

● 補助金を受けて取得した外部給電器（「取得財産等」という）は、原則として、定められた期間

（３年）は保有することが義務付けられます。（この期間を「処分制限期間」といいます）  

● やむを得ず、処分制限期間中に取得財産等の処分をする場合は、事前に手続きが必要です。

また、補助金の返納が必要となります。 

☞ 取得財産等の処分制限期間は、12 ページ参照 

☞ 手続きの詳細は、「IV 計画変更・財産処分等の手続き」を参照 

 

【取得財産等の処分に該当する行為】 

以下の行為は取得財産等の処分に該当する行為となります。 

ⓐ補助金の目的に反する使用   ⓑ譲渡（売却） ⓒ交換 

ⓓ貸付     ⓔ廃棄   ⓕ担保に供すること 

☆（注意）センターでは、補助金を交付した外部給電器の保有状況を定期的に調査します。

センターの承認を得ずに、処分制限期間内に取得財産等の処分を行ったことが
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判明した場合は、補助金の全額返納を求めることがあります。 

 

 

○当補助金は、所得税法第４２条「国庫補助金等の総収入金額不算入」又は法人税法第４２条「国

庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能です。 

具体的な処理方法については、税務署、税理士等にご相談下さい。 

 

（６） 補助金額の算定方法  

● 補助金額は購入価格に関係なく型式ごとに「定額（千円単位）」です。 

● 補助金額の算定は、補助金上限額 50 万円内で、外部給電器の型式ごとに下記の方法で算

定します。 

本体価格（消費税抜き）×補助率（１／３）  ※千円未満切り捨て 

 

 ☞ （添付１）「銘柄ごとの補助金交付額【外部給電器】」（10 ページ）参照 

（参考）当補助金に適用される税法上の扱い 
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（添付１）銘柄ごとの補助金交付額 

    （業務実施細則 別表１ 抜粋） 

 【外部給電器】2020 年 4 月 27 日現在 

メーカー名 型式 

補助金 

交付額 

（千円） 

 

参考 

センター承認 

本体価格(円) 
定価（円）※ 補助率 

豊田自動織機 EVPS-L1 500 1,500,000 1,500,000 1/3 

ニチコン VPS-4C1A 216 650,000 650,000 1/3 

本田技研工業 EBHJ 364 1,092,500 1,092,500 1/3 

三菱自動車工業 MZ604775 47 142,667 142,667 1/3 

補助金交付上限額: 500 千円    ※定価はメーカー希望小売価格 

（消費税は含まない） 
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（添付２）補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等の管理規程 

（業務実施細則 別表５） 

 

 
クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金管理規程 

 

１．補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等（以下

「取得財産等」という。）について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的である、

地球温暖化や大気汚染の原因となる自動車の有害な排出ガスの排出量低減並びに災害時のレジ

リエンス向上に貢献することに沿って使用しなければならない。 

２.補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理台

帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。 

３．補助金の交付を受けた者は、センターが定める取得財産等の処分を制限する期間においては、取

得財産等を処分（譲渡、交換、貸し付け（リース事業者を除く）、廃棄又は担保に供すること等の補助

金の交付目的に反する行為）してはならない。 

取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数を勘案

して、別表６に定める期間とする。 

４．補助金の交付を受けた者は、別表６に定められた期間内において、取得財産等を処分しようとする

ときは、あらかじめセンターの定める様式の財産処分承認申請書をセンターに提出し、承認を受け

なければならない。 

 センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財産等の処分の目的、事由によって

は、補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。また、センターの承認を得ずに、取得財産

等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部の返納を求める場合がある。 

５．補助金の交付を受けた者が、取得財産等の処分制限期間内に取得財産等を処分した場合で、取

得財産等の処分によって、補助金の交付を受けた者に収入があるとセンターが認めるときには、セ

ンターは、補助金の交付を受けた者に対して、期限を付してその収入の全部又は一部のセンターへ

の納付を命ずることができる。 

６．センターは、補助金の交付を受けた者に補助金の返納を求めた場合には、その者からの新しい交

付申請に対する補助金の交付については、補助金の返納が完了したことを確認するまで拒否する

ことができる。 
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（添付３）取得財産等の処分を制限する期間 

    （業務実施細則 別表６ 抜粋） 

【外部給電器】 

外部給電器 ３年 
 

 

 

（添付４）暴力団排除に関する誓約 

（交付規程 第４条 第６条 第１３条 第１９条） 

私（個人である場合はその者、企業である場合は当社、団体である場合は当団体）は、補助金

の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においても、下記の

事項について誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、私が不利益を被ることとなっても、異

議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 私は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）ではありません。かつ、暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではありません。 

(２) 私の法人の役員等（法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経

営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）は、暴力団員ではありません。 

(３) 私及び私の法人の役員等は、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しません。 

(４) 私及び私の法人の役員等は、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しませ

ん。 

(５) 私及び私の法人の役員等は、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に

非難されるべき関係を持ちません。 
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II. 地方公共団体・その他の法人 

II－１． 補助金交付申請 

１． 必要書類一覧 

 

必要書類 
詳細説明 

参照ページ 
書類様式 

(1) 補助金交付申請書 P13 
様式 1-2 

（全２枚） 

(2) 申請者を確認する書類 P15 様式８ 

(3) 申請の外部給電器を確認する書類 P15  

✑ センターが様式を指定する書類は、「Ⅴ．様式集」からコピーするか、センターのホームページ

からダウンロードしてお使い下さい。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

✑ 申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 

 

２．  必要書類の詳細説明 

（１） 補助金交付申請書 

➢ 補助金交付申請書（様式 1-2）は外部給電器１台につき 1部（全２枚）提出して下さい  

☞記入例：17 ページ 

 

記入項目 留意事項 

１．申請者に

関する事項 

・「代表者名」は代表権をお持ちの方の氏名をお願いします。 

・公印による捺印または代表者による署名をお願いします。 

署名は代表者から権限委任を受けた同一法人内の代理権者による署名も認

めますが、その場合は委任状（様式 14）の写しの添付が必要です。 

・「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号（13 桁）を記入してくださ

い。 

✰（注意）法人番号は、登記簿等に記録された会社法人等番号（12桁）の頭に

1 桁の数字を付して 13 桁にしたものです。 

✰（注意）申請者への補助金交付等に関する情報が、国の gBizINFOサイトサ

イトにて公表されます。 
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✰（注意）支店等が申請する場合は、支店が登記されていること、支店等の代

表者が代表権を持っていることが必要です。支店等の代表者が代表権を持

っていない場合は、代表権者から申請者への委任状（様式は自由）を添付し

て下さい。 

✍委任状記載事項 

委任事項 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金に関連する一

切の事項 

委任者 住所、氏名、㊞ 

代理人 住所、氏名、㊞ 
 

２．申請書に

関する連絡

先 

・補助金交付申請書の審査の過程で確認事項が発生した場合の、問い合わ

せ先担当者の連絡先を正確に記入して下さい。（外部給電器販売会社の担当

者ではありません） 

３．リース契

約に関する

事項 

・記入不要です。 

４．外部給電

器の保管場

所等に関す

る事項 

・外部給電器本体の保管場所の住所・保管場所名を記入してください。 

（保管場所名の記入例：●●公民館、◆◆市役所庁舎、□◆駅前販売店） 

・外部給電器運用・管理担当者の連絡先を正確に記入してください。 

５．外部給電

器に関する

事項 

・当センターHP の補助対象外部給電器一覧「銘柄ごとの補助金交付額【外部

給電器】」の標記内容を確認の上、正確に記入してください。 

・外部給電器の購入は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

「交付決定」は「補助金交付申請書」がセンターに到着してから 1 ヶ月程度で

行います。これらを考慮した購入スケジュールを検討いただき、「納品予定日」

「支払完了予定日」を記入してください。 

【申請内容確

認欄】 

・補助金交付申請書の１枚目と２枚目がバラバラになった場合の確認のために

記入下さい。 

６．補助金額

に関する事

項 

・当センターHP の補助対象外部給電器一覧「銘柄ごとの補助金交付額【外部

給電器】」の標記内容を確認の上、正確に記入してください。 

・購入予定の外部給電器本体（付属品を除く）の税抜価格を記入して下さい。

（値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入して下さい） 

７．利益等排

除に関する

事項 

・申請者と申請外部給電器の製造会社との関係を確認します。 

 ア又はイの該当する方に○印をして下さい。 

・自社製造外部給電器を補助金交付申請する場合のみ利益等排除の対象に

なります。 

☞利益等排除に関する詳細は、VI 参考資料、参考２「クリーンエネルギー自動

車導入事業費補助金業務実施細則」別表４参照 

８．申請要件

等の確認 

・確認すべき申請要件について確認し、補助金交付申請書 1 枚目の「申請者

に関する事項」と同じように、公印による押印または代表者による署名をお願

いします。 

【地方公共団体・その他の法人が申請する場合に確認すべき要件】 

①～⑧は必ず確認して下さい。 

   （⑨はリース会社が確認すべき要件ですので、確認不要です） 
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（２） 申請者を確認する書類 

 

◎地方公共団体以外の法人 

➢ 申請者が確認できる下記書類。発行後３ヶ月以内のもの。 

◉ 商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書又は現在事項証明書）の写しのコ

ピー 

➢ センターが指定する様式（様式８）の役員名簿 
   ・様式 8 の欄外に記載されている（注）の内容を確認後、全項目を記入して下さい。  

  ☞記入例：19 ページ 

 

◎法人格を持たないその他団体等 

➢ マンション管理組合 

マンション等であることを証する書類等（確認申請済み届出書のコピー等） 

➢ 町内会（認可地縁団体） 

自治体の証明書類のコピー 

➢ 共同住宅のオーナー 

マンション等であることを証する書類等（確認申請済み届出書・賃貸借契約書のコ

ピー等） 

✰（注意） ・申請者は、補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず

確認しなければなりません。 

☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 

            ・申請者が地方公共団体の場合は、申請者を確認する書類は不要です。 

 

（３） 申請の外部給電器を確認する書類 

➢ 申請者あての見積書の写しを提出して下さい。 

提出する見積書には「メーカー名、型式、購入予定価格」の記載が必要となります。 
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✐書類提出にあたり、以下の点をもう一度確認下さい 

＜地方公共団体・その他の法人＞ 

✰ 書類に不備がある場合は申請受付とはなりません。 

□ 補助金交付申請書及びその他様式に、必要事項が、もれなく記入されています

か？ 

□ 申請者の名前と書類等に記載された名前は、全て一致していますか？ 
（見積書の宛名） 

□ 必要書類は全て整っていますか？  
 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

◇ 補助金交付申請書（様式 1-2） ＜原本＞ 

◇ 商業登記簿の全部事項証明書の写し ＜複写可>  

◇ 役員名簿（様式 8） ＜原本＞ 

◇ 見積書 ＜複写＞ 

□ 申請する補助対象外部給電器の保有義務期間（処分制限期間）３年を確認しまし

たか？ 

□ 申請者が反社会的勢力及びそれに準ずる者でないことを「暴力団排除に関する誓

約」に基づいて確認しましたか？ 
☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 
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記入例（様式１－２） 

 

全２枚中の１枚目

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書(外部給電器)

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事　殿

ＴＥＬ （ ‐ ‐ ） FAX （ ‐ ‐ ）

）　型式（ ）

1 0

捺印または署名

（１）住所 東京

総務部

5 － 0

5 月 15 日

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金　交付規程第６条第１項の規定に基づき、以下の通り申請いたします。

１．申請者に関する事項

申請日 年2020

0 0 1 港区虎ノ門1丁目1番1号
都道
府県

 フリガナ

（２）法人名
法人名

株式会社虎ノ門製作所

（３）代表者名
 役職　　　　　　　　　　　  代表者名  フリガナ

代表取締役 小林　三郎 コバヤシ　サブロウ

（４）代理権者名
 （代理権者が署名の場合）

 役職　　　　　　　　　　　  代理権者名  フリガナ

（５）法人番号 99 9 9 9 0 00

フリガナ

鈴木　一郎

6

（２）連絡先

0 0

 メーカー名（

 フリガナ スズキ　イチロウ

31 日年 ７

（６）申請者区分

90 0

年

（１）外部給電器の
種類

カ）トラノモンセイサクジョ

※法人番号の指定を受けた法人は13桁の番号を記入

　ア．地方公共団体　　　イ．法人（リース会社を除く）　　　ウ．リース会社　　　　　※該当するものに○　（個人は対象外）

（３）支払完了予定日 2020 月2020

03

▲▲▲

５．外部給電器に関する事項

（２）納品予定日

２．申請書に関する連絡先（審査の過程で確認事項が発生する場合があるため正確に記入ください）

（１）担当者

1234 5678 03 ※日中連絡できる番号を記入

日月 20

＊クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金は、経済産業省が定めた「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付要綱」第
3条に基づき、国庫補助金を交付するものです。

5679

３．リース契約に関する事項（申請者がリース会社である場合に記入。リース先が個人の場合は対象外。）

（２）使用・賃借者住
所

1234

TEL FAX

●●●

5

※日中連絡で
きる番号を記
入

〒

（３）使用・賃借者連
絡先 担当者名・所属部署名

４．外部給電器の保管場所等に関する事項

(１)保管場所住所

※本社の住所
都道

府県
-

(２)保管場所名
　　　　　　　虎ノ門製作所　新橋事務所

〒 1 0

所属

フリガナ フリガナ オオノ　タロウシンバシジムショ　エイギョウカ

0 0 4 港区新橋1丁目1番1号

03-5678-1234

フリガナ トラノモンセイサクジョ　シンバシジムショ

東京
都道
府県

- 0

　　　　　　　　　　　新橋事務所　営業課

担当者氏名

担当者

所属部署

(３)外部給電器の運
用に関する連絡先

（１）使用・賃借者法
人名

使用・賃借者法人名

　　　　　　　大野　太郎

03-5678-1235

TEL（日中連絡できる番号） FAX

印

申請書（事前）

記入例

メーカ「●●●株式会社」型式「▲▲▲」の外部給電器＜補助金交付額364千円＞を

値引き後価格（消費税抜き）で、900,000円で購入予定の場合

捺印または署名を

必ずお願いします。

記入不要です。

HPの「補助対象外部給電器一覧（銘柄
ごとの補助金交付額）」の通りに記入し
て下さい。

外部給電器の購入は、交付決定通知書
発行日以降である必要があります。
「交付決定」は「補助金交付申請書」が
センターに到着してから1ヶ月程度で行
いますので、それらを考慮して記入くだ
さい。
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　 注1

以下の内容について了承します。

※センターの個人情報保護方針については、センターＨＰ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.cev-ｐｃ.or.jp/privacy.html)に記載されております。

【センター使用欄】 リース期間

364 千円 （２）購入予定価格 900,000 円

６．補助金額に関する事項

（２）外部給電器メーカー名

　①私は、申請外部給電器を処分制限期間内に処分する場合、センターの承認を受け、指示された補助金額を返納します。
　②私は、申請外部給電器に関し、本補助金以外に国の補助金(センターが認める補助金は除く)を申請・受領していません。
　③私は、暴力団又は暴力団員ではありません。
　④私は、本申請によりセンターが入手する個人情報に関し、本補助金の目的の範囲内で使用されることを了承します。
　　　（使用例：申請内容の問合せ、補助金交付等の通知、補助金の振込、外部給電器保有状況の調査等）
  ⑤私は、申請外部給電器の所有に関する情報について国・地方公共団体へ情報提供を求められた場合は了承します。
　　また災害時等に申請外部給電器の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めます。
　⑥センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該データについて国への提供を行うことを
　　了承します。
　⑦私は、申請書の記載内容が誤っていた場合、その誤内容をセンターが修正することを了承します。
　⑧私は、私に対する補助金の交付等に関する情報が、gBizINFOにて公表されることを了承します。
（以下⑨は申請者がリース会社の場合のみ）
　⑨申請外部給電器をリースする場合、そのリース料金は補助金相当額を引下げて設定します。

（１）法人名 株式会社虎ノ門製作所

センター
確認

８．申請要件等の確認

申請者（リースの場合は使用・賃借者）と申請外部給電器の製造会社との関係は以下の通りです。（ア又はイの該当する方に○）

　　　　　ア．　申請者自身が補助金申請外部給電器の製造会社である（自社製品を申請）
　　　　　イ．　申請者は、補助金申請外部給電器の製造会社ではない

必ず内容を確認し押
印または署名をお願
いします。

注1     申請者欄と同じ印・署名

●●●　▲▲▲

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書（つづき）

※自社製造外部給電器を補助金交付申請する場合には、製造原価を基に補助対象経費を算出し補助金額を決定します。

*購入予定価格は外部給電器本体の税抜価格を記入

交付決定額
＊センター記入

千円（１）申請額

７．利益等排除に関する事項（申請者が法人及びリース会社である場合に記入）

※１枚目の１．（２）と同一

【申請内容確認欄】※申請書１枚目からのつづきであることの確認

全２枚中の２枚目

※１枚目の５．（１）と同一

印

HPの「補助対象外部給電器一覧（銘柄ごとの補助金交付額）」の通
りに記入して下さい。

本体（付属品・諸費用を除く）の税抜購入価格を記入して
下さい。定価ではありません。
値引きがあった場合は値引後の税抜価格です。
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記入例（様式８） 

 

 

役員名簿 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 性

別 
会社名 役職名 

和暦 年 月 日 

ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾌﾞﾛｳ 小林 三郎 S 30 04 03 M 株式会社虎ノ

門製作所 

代表取締役

社長 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅｺ 小林 花子 S 33 09 12 F 株式会社虎ノ

門製作所 

常務取締役 

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 鈴木 和男 S 50 08 17 M 株式会社虎ノ

門製作所 

取締役営業

本部長 

ﾀﾅｶ ｲﾁﾛｳ 田中 一郎 S 40 12 12 M 株式会社虎ノ

門製作所 

監査役 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

（注） 

 役員名簿については、氏名カナ（姓と名の間は 1 文字空け）、氏名漢字（姓と名

の間は 1 文字空け）、生年月日（大正は T、昭和は S、平成は H、数字は 2 桁）、

性別（男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該ア

ルファベットのカナ読みを記載すること。 

 

 
全項目を漏れなく記入してください。 

記入例 

全部事項証明書に記載されて 

いる役員を全て記入して下さい。 
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II－２． 実績報告 

１． 必要書類一覧 

 

必要書類 
詳細説明 

参照ページ 
書類様式 

(1) 実績報告書 P20 
様式 18 

（全２枚） 

(2) 外部給電器の購入完了を確認する書類 P21 様式 19 

(3) 外部給電器の購入実績価格等を確認する書類 P21  

(4) 外部給電器代金の支払いを確認する書類 P21  

(5) 
補助金を受けた外部給電器（取得財産等）の管理のため

の書類 
P21 様式 11 

✑ センターが様式を指定する書類は、「Ⅴ．様式集」からコピーするか、センターのホームページ

からダウンロードしてお使い下さい。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

✑ 申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 

 

２． 必要書類の詳細説明 

（１） 実績報告書 

➢ 実績報告書（様式 18）は外部給電器１台につき 1部（全２枚）提出して下さい 

➢ 実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払いの完了の日から起算して30日

以内、または 2021年 3月 1日(必着）のいずれか早い日までに、センターに提出して下さい。 

☞記入例：24 ページ 

 

記入項目 留意事項 

交付決定番号 交付決定通知書に記載されている内容を記入してください。 

１．申請者に関

する事項 

・「代表者名」は代表権をお持ちの方の氏名をお願いします。 

・補助金交付申請書から申請者の名前・住所の変更があった場合は、「変更

届け出書」（様式 5）の提出が必要となります。（P45 参照） 

・公印による捺印または代表者による署名をお願いします。 

２．実績報告書

に関する連絡

先 

・実績報告書の審査の過程で確認事項が発生した場合の、問い合わせ先

担当者の連絡先を正確に記入して下さい。（外部給電器販売会社の担当者

ではありません） 

３．外部給電器

の保管場所

・外部給電器本体の保管場所の住所・保管場所名を記入してください。 

（保管場所名の記入例：●●公民館、◆◆市役所庁舎、□◆駅前販売店） 
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等に関する事

項 

・外部給電器運用・管理担当者の連絡先を正確に記入してください。 

４．外部給電器

に関する事項 

・購入された外部給電器の情報を記入ください。 

・外部給電器の機種は、補助金交付申請時と同じである必要があります。 

５．補助金額に

関する事項 

・交付決定通知書に記載されている交付決定額と購入実績価格（税抜き）を

記入ください。 

【申請内容確認

欄】 

・補助金交付申請書の１枚目と２枚目がバラバラになった場合の確認のため

に記入下さい。 

６．補助金振込

先に関する事

項 

・口座名義は、申請者名義の口座として下さい。フリガナも必ず記入して下

さい。（「1.申請者に関する事項」の「(2)法人名」と同一の名義） 

代表者等の個人名の口座には振り込めません。 

・記載ミスにより振込みができないケースが多くあります。振込先を確認でき

る通帳のコピーを添付してください。 

 

（２） 外部給電器の購入完了を確認する書類 

➢ 外部給電器購入完了報告書（様式１９）ならびに、型式・シリアルナンバーを含む必要事項

が記載された保証書（複写）を、外部給電器１台につき１部提出して下さい。 

・ 外部給電器購入完了報告書は、申請者が外部給電器販売業者等に作成を依頼し、提出し

て下さい。 

・ 新規に購入された外部給電器である必要があります。（中古品は不可） 

・ 納品日は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

☞記入例：26 ページ 

 

（３） 外部給電器の購入実績価格等を確認する書類 

➢ 購入価格が明示されている下記書類を提出して下さい。 

・ 商品名・型式が記載された注文書、請求書、契約書等（複写） 

（書類中の外部給電器購入者名と補助金申請者名が一致していること） 

 

（４） 外部給電器代金の支払いを確認する書類 

➢ 外部給電器代金の全額分の支払いが確認できる支払証憑（複写可）を提出して下さい。 

【支払証憑の例】 

◉ 申請者宛ての領収証 （「領収証（控）」は不可） 

◉ （銀行振込み等で領収証が無い場合） 銀行発行の振込み証明書（振込金受取書等） 

✰（注意） 

・ 外部給電器代金の全額分に相当する領収証が複数枚に分かれる場合は、複数枚の領

収証の複写を提出して下さい。 

・ 入金証明書の類は領収証として扱えません。 

 

（５） 補助金を受けた外部給電器（取得財産等）の管理のための書類 
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➢ センターが指定する「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」（様式 11）を提出して下さい。 

➢ 補助金を受けた外部給電器は、３年の保有義務期間（処分制限期間）があり、その間は、当

書類を備え付け、管理しなければなりません。 

☞記入例：27 ページ 

☞処分制限期間は 12 ページ参照 
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✐書類提出にあたり、以下の点をもう一度確認下さい 

＜地方公共団体・その他の法人＞ 

✰ 書類に不備がある場合は申請受付とはなりません。 

□ 実績報告期間に間に合っていますか？ 
実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払いの完了の日から起算して 30

日以内、または 2021 年 3 月 1 日(必着）のいずれか早い日までに、センターに提出して下さ

い。 

☞8 ページ参照 

□ 外部給電器の購入・納品の日付は期限等に合っていますか？ 
外部給電器の「納品」は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

☞8 ページ参照 

□ 実績報告書及びその他様式に、必要事項が、もれなく記入されていますか？ 

□ 申請者の名前と書類等に記載された名前は、全て一致していますか？ 
（補助金振込口座名義人、購入完了報告書・保証書・領収証等の宛名） 

□ 必要書類は全て整っていますか？  
添付する書類の複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

◇ 実績報告書（様式１８）   ＜原本＞ 

◇ 外部給電器購入完了報告書（様式１９） ＜原本＞ 
◇ 保証書 ＜複写 必要事項すべて記載のこと＞ 

◇ 注文書/請求書/契約書等 ＜複写 いずれか 1 つ＞ 

◇ 領収証/振込証明書等 ＜複写 いずれか 1 つ＞ 

◇ 取得財産等管理台帳・取得財産等明細書（様式１１） ＜複写＞ 
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記入例（様式１８） 

 

全２枚中の１枚目

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事　殿

ＴＥＬ （ ‐ ‐ ） FAX （ ‐ ‐ ）

）　型式（ ）

）　

（１）担当者

 フリガナ スズキ　イチロウ

担当者

鈴木　一郎

（１）交付決定額 364 千円 （２）購入実績価格

東京

２．実績報告書に関する連絡先（審査の過程で確認事項が発生する場合があるため正確に記入ください）

03 1234

交付決定額
＊センター記入

所属部署

*納品日は完了報告書（様式１９）に記載の納品日を記載。

03 1234 5679

都道
府県 港区虎ノ門1丁目1番1号

※日中連絡できる番号を記入

(１)保管場所住所

6 10第 号 （交付決定通知日： 2020 年 月 日）　〇〇〇〇〇〇

（４）代理権者名
 （代理権者が署名の場合）

 役職　　　　　　　　　　　  代理権者名  フリガナ

（３）代表者名

 役職　　　　　　　　　　　  代表者名  フリガナ 捺印または署名

代表取締役 小林　三郎 コバヤシ　サブロウ

港区虎ノ門1丁目1番1号1 5 － 0 0 0

（２）納品日 2020 年

(２)保管場所名

5678（２）連絡先

　　　　　　　本店　総務部

トラノモンセイサクジョ　本店

フリガナ

フリガナ

総務部

（２）法人名
法人名

 株式会社虎ノ門製作所

1

カ）トラノモンセイサクジョ

（１）住所 東京
都道

府県

　　　　　　　　鈴木　一郎

(３)外部給電器の運
用に関する連絡先

 製造番号（

ホンテン　ソウムブ フリガナ

 メーカー名（

月 10

千円

2020

*購入実績価格は外部給電器本体の税抜価格を記入

円900,000

◇◇◇◇◇◇

0 0 １

（３）支払完了日

03-1234-5678

５．補助金額に関する事項

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金実績報告書(外部給電器)

TEL（日中連絡できる番号） FAX

31 日

４．外部給電器に関する事項

（１）外部給電器の
種類

●●●

年7 日

３．外部給電器の保管場所に関する事項

所属 担当者氏名

▲▲▲

月7

5 - 0

 フリガナ

2020 日

交付決定番号

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金　交付規程第１０条第１項の規定に基づき、以下の通り申請いたします。

１．申請者に関する事項

〒 1 0

スズキ　イチロウ

03-1234-5679

　　　　　　　虎ノ門製作所　本店

0

申請日 年 8 月 20

実績報告書

印

記入例

捺印または署名を

必ずお願いします。

製造番号又はシリアルナンバー
を記入してください。

「納品日」並びに「支払完了日」は、当セ
ンターから通知された「交付決定通知書
発行日」以降かつ、６０日以内となるよう
お願い致します。

「３．」は、補助金交付申請時から
変更がなくても記入してください。
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フリガナ

口座名義

金融機関名と店名 名称 店名

銀行 信金 信組 その他 ） 本店 支店 出張所

口座番号

当座 貯蓄 その他

【センター使用欄】 リース期間

株式会社虎ノ門製作所

【申請内容確認欄】※申請書１枚目からのつづきであることの確認

※１枚目の１．（２）と同一（１）法人名

全２枚中の２枚目

（３）

預金種目 口座番号（右詰で記入）

普通・

総合
5 6

※１枚目の４．（１）と同一

9

（２）

平成 銀行コード

8

ヨ

支店ｺｰﾄﾞ

（ 9 9 8

虎ノ門

3 4

9

1

●●●　▲▲▲

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書（つづき）

６．補助金振込先に関する事項　（□部分は該当するものに×を記入）

センター

確認

8

2

（２）外部給電器メーカー名

ジイ サ ク
（１）

カ ） ト ラ ノ

株式会社虎ノ門製作所

モ ン セ

※記載内容に誤りがあると、補助金が振り込めません。

通帳を見ながら正確に記入して下さい。
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記入例（様式１９） 

  

年 7 月 12 日

（外部給電器販売業者等）

　業者名称

下記のとおり、新規の外部給電器の購入が完了したことを証明します。

第 号 )

（「外部給電器本体」及び「型式及び製造番号又はシリアルナンバー部分の拡大」写真）

※　必要事項が記載された保証書を必ず添付して下さい。

以上

東京都新宿区西新宿１－１－１

記

●●●／▲▲▲

◇◇◇◇◇◇

（交付決定通知日： 2020年6月10日〇〇〇〇〇〇

（別紙添付可）

電　太郎

申請者名

　外部給電器の状況

製造番号または
シリアルナンバー

　責任者氏名

株式会社虎ノ門製作所

2020年7月10日

（交付決定通知日以降である必要があります）

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金

外部給電器購入完了報告書

外部給電器販売株式会社

　責任者役職

メーカー名/型式

補助金交付決定番号

納品日

2020

販売部長

　住所

印

社印

外部給電器販売業
者の社印（角印等）
を捺印

責任者の認印を捺印

記入例
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記入例（様式１１） 

 

実績報告書に記載の

型式を記入 納品日を記入 保管場所の住所を記入

実績報告書5（2）の 取得財産等の処分を制限 補助金額を記入

購入実績価格を記入 する期間、3年を記入

「外部給電器メーカー名」と「外部給電器」を記入

製造番号又はシリアル
ナンバーを記入

「自動車登録番
号又は車両番

号」
「外部給電器製
造番号又はシリ
アルナンバー」
◇◇◇◇◇◇

「外部給電器メーカー名」は当センターHPの補助対象外部給電器一覧
「銘柄ごとの補助金交付額【外部給電器】」に記載の通り記入

取得財産等管理台帳・取得財産等明細表

使用者の住
所

補助金額
（千円）

▲▲▲ 900,000 2020/7/10 3 東京都港区
虎ノ門1丁目
1番1号

364

型式
購入価格

（円）
（税抜き）

取得年月日
処分制限
期間（年）

●●●
外部給電器

区分

財産名

記入例
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III. リース会社 

➢ リース外部給電器の補助金交付申請は、リース会社が行い、補助金もリース会社に交付され

ます。但し、補助金の主旨が、外部給電器の購入経費の一部を補助することですので、補助金

相当額は外部給電器のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条

件です。 

➢ 補助金を受けた外部給電器の処分制限期間内の保有義務はリース会社にあります。リース契

約期間は原則、処分制限期間以上でお願いしますが、それ未満の場合は、リース会社が処分 

制限期間に達するまで保有しなければなりません。 

 

III－１． 補助金交付申請 

１． 必要書類一覧 

必要書類 
詳細説明 

参照ページ 
書類様式 

(1) 補助金交付申請書 P28 
様式 1-2 

（全２枚） 

(2) 申請者（リース会社）を確認する書類 P30 様式８ 

(3) 借受者（リース契約者）を確認する書類 P30 様式８ 

(4) 申請の外部給電器を確認する書類 P30  

✑ センターが様式を指定する書類は、「Ⅴ．様式集」からコピーするか、センターのホームページ

からダウンロードしてお使い下さい。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

✑ 申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 

 

２． 必要書類の詳細説明 

（１） 補助金交付申請書 

➢ 補助金交付申請書（様式 1-2）は外部給電器１台につき 1部（全２枚）提出して下さい  

☞記入例：32 ページ 

記入項目 留意事項 

１．申請者に関

する事項 

・申請者は、リース会社です。 

・「代表者名」は代表権をお持ちの方の氏名をお願いします。 

・公印による捺印または代表者による署名をお願いします。 

署名は代表者から権限委任を受けた同一法人内の代理権者による署名も

認めますが、その場合は委任状（様式 14）の写しの添付が必要です。 

・「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号（13 桁）を記入してくだ
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さい。 

✰（注意）法人番号は、登記簿等に記録された会社法人等番号（12 桁）の頭

に 1 桁の数字を付して 13 桁にしたものです。 

✰（注意）申請者への補助金交付等に関する情報が、国の gBizINFO サイト

にて公表されます。 

✰（注意） 支店等が申請する場合は、支店が登記されていること、支店等

の代表者が代表権を持っていることが必要です。支店等の代表者が代表

権を持っていない場合は、代表権者から申請者への委任状（様式は自由）

を添付して下さい。 

✍委任状記載事項 

委任事項 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金に関連

する一切の事項 

委任者 住所、氏名、㊞ 

代理人 住所、氏名、㊞ 
 

２．申請書に関

する連絡先 

・補助金交付申請書の審査の過程で確認事項が発生した場合の、問い合

わせ先担当者の連絡先を正確に記入して下さい。（外部給電器販売会社の

担当者ではありません） 

３．リース契約

に関する事項 

・「(2)使用・賃借者住所」は、使用者となる法人の本社の住所を記入して下さ

い。 

４．外部給電器

の保管場所

等に関する事

項 

・外部給電器本体の保管場所の住所・保管場所名を記入してください。 

（保管場所名の記入例：●●公民館、◆◆市役所庁舎、□◆駅前販売店） 

・外部給電器運用・管理担当者の連絡先を正確に記入してください。 

５．外部給電器

に関する事項 

・当センターHP の補助対象外部給電器一覧「銘柄ごとの補助金交付額【外

部給電器】」の標記内容を確認の上、正確に記入してください。 

・外部給電器の購入は、交付決定通知書発行日以降である必要がありま

す。「交付決定」は「補助金交付申請書」がセンターに到着してから 1 ヶ月程

度で行います。これらを考慮した購入スケジュールを検討いただき、「納品

予定日」「支払完了予定日」を記入してください。 

【申請内容確認

欄】 

・補助金交付申請書の１枚目と２枚目がバラバラになった場合の確認のため

に記入下さい。 

６．補助金額に

関する事項 

・当センターHP の補助対象外部給電器一覧「銘柄ごとの補助金交付額【外

部給電器】」の標記内容を確認の上、正確に記入してください。 

・購入予定の外部給電器本体（付属品を除く）の税抜価格を記入して下さ

い。（値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入して下さい） 

７．利益等排除

に関する事項 

・補助金申請するリース外部給電器の使用者・賃借者とそのリース外部給電

器の製造会社との関係を確認します。 

 ア又はイの該当する方に○印をして下さい。 

・補助金申請をするリース外部給電器の使用者・賃借者が、そのリース外部

給電器の製造者である場合のみ、利益等排除の対象になります。 

☞利益等排除に関する詳細は、VI 参考資料、参考２「クリーンエネルギー自

動車導入事業費補助金業務実施細則」別表４参照 
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８．申請要件等

の確認 

・確認すべき申請要件について確認し、補助金交付申請書 1 枚目の「申請

者に関する事項」と同じように、公印による押印または代表者による署名をお

願いします。 

【リース会社が申請する場合に確認すべき要件】 

①～⑨は必ず確認して下さい。 

 

（２） 申請者（リース会社）を確認する書類 

➢ 申請者の名称およびリース事業を行っていることが確認できる下記書類。 

（発行後３ヶ月以内のもの。複写したもので可。） 

◉ 商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書又は現在事項証明書）の写し 

➢ センターが指定する様式（様式８）の役員名簿 

・様式 8 の欄外に記載されている（注）を確認後、全項目を記入して下さい。 

                                  ☞記入例：34 ページ 

✰（注意） 申請者は、補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず

確認しなければなりません。 

☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 

✰（注意） 転リースの場合は、中間リース会社も同様の書類を提出して下さい。 

 

（３） 借受人（リース契約者）を確認する書類 

 

借受人の種類 必要な書類 

地方公共団体 ➢ 書類は必要なし 

地方公共団体

以外の法人 

➢ 借受人が確認できる下記書類。発行後３ヶ月以内のもの。 

◉ 商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書又は現在事項証明

書）の写しのコピー 

➢ センターが指定する様式（様式８）の役員名簿 

・様式８の欄外に記載されている（注）を確認後、全項目を記入して下さ

い。 

✰（注意） 補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を

必ず確認しなければなりません。 

☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 

法人格を持た

ないその他団

体等 

➢ マンション管理組合 

マンション等であることを証する書類等（確認申請済み届出書のコ

ピー等） 

➢ 町内会（認可地縁団体） 

自治体の証明書類のコピー 

➢ 共同住宅のオーナー 

マンション等であることを証する書類等（確認申請済み届出書・賃

貸借契約書のコピー等） 

 

（４） 申請の外部給電器を確認する書類 
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➢ 申請者あての見積書の写しを提出して下さい。 

提出する見積書には「メーカー名、型式、購入予定価格」の記載が必要となります。 

 

 

 

✐書類提出にあたり、以下の点をもう一度確認下さい 

＜リース会社＞ 

✰ 書類に不備がある場合は申請受付とはなりません。 

□ 補助金交付申請書及びその他様式に、必要事項が、もれなく記入されていますか？ 

□ 申請者の名前と書類等に記載された名前は、全て一致していますか？ 
（見積書の宛名） 

□ 必要書類は全て整っていますか？  
 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

◇ 補助金交付申請書（様式 1-2）   ＜原本＞ 

◇ 商業登記簿の全部事項証明書の写し ＜複写可>  

◇ 役員名簿（様式 8）  ＜原本＞ 

◇ 見積書 ＜複写＞ 

★使用者がその他の法人の場合（地方公共団体の場合は不要） 

◇ 商業登記簿の全部事項証明書の写し ＜複写可>  

◇ 役員名簿（様式 8）  ＜原本＞ 

□ 申請する補助対象外部給電器の保有義務期間（処分制限期間）３年を確認しまし

たか？ 

□ 申請者が反社会的勢力及びそれに準ずる者でないことを「暴力団排除に関する誓

約」に基づいて確認しましたか？ 
☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 
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記入例（様式１－２） 

 

全２枚中の１枚目

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書(外部給電器)

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事　殿

ＴＥＬ （ ‐ ‐ ） FAX （ ‐ ‐ ）

）　型式（ ）

　　　　　　　大野　太郎

03-5678-1235

TEL（日中連絡できる番号） FAX

　　　　　　　　　　　新橋事務所　営業課

担当者氏名

担当者

所属部署

(３)外部給電器の運
用に関する連絡先

（１）使用・賃借者法
人名

使用・賃借者法人名

03-5678-1234

フリガナ トラノモンセイサクジョ　シンバシジムショ

東京
都道
府県

- 0

所属

フリガナ フリガナ オオノ　タロウシンバシジムショ　エイギョウカ

0 0 4 港区新橋1丁目1番1号(１)保管場所住所

※本社の住所
都道

府県
-

(２)保管場所名
　　　　　　　虎ノ門製作所　新橋事務所

〒 1 0

0

※日中連絡で
きる番号を記
入

〒

（３）使用・賃借者連
絡先 担当者名・所属部署名

４．外部給電器の保管場所等に関する事項

TEL FAX

03-1234-5678

●●●

総務部　　　鈴木　一郎

5

9998

東京

３．リース契約に関する事項（申請者がリース会社である場合に記入。リース先が個人の場合は対象外。）

（２）使用・賃借者住
所

1234

株式会社虎ノ門製作所

港区虎ノ門1丁目1番1号0 1

03-1234-5679

※日中連絡できる番号を記入

0 0

日月 20

＊クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金は、経済産業省が定めた「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付要綱」第
3条に基づき、国庫補助金を交付するものです。

（２）納品予定日

２．申請書に関する連絡先（審査の過程で確認事項が発生する場合があるため正確に記入ください）

（１）担当者

1234 9999 03

トラノモンリース（カ

※法人番号の指定を受けた法人は13桁の番号を記入

　ア．地方公共団体　　　イ．法人（リース会社を除く）　　　ウ．リース会社　　　　　※該当するものに○　（個人は対象外）

（３）支払完了予定日 2020 月2020

03

▲▲▲

５．外部給電器に関する事項

31 日年 ７

（６）申請者区分

90 0

年

（１）外部給電器の
種類

6

（２）連絡先

0 0

5

 メーカー名（

 フリガナ モモ　ナルエ

1

9 9 0 00

フリガナ

カ）トラノモンセイサクジョ

桃　なるえ

（４）代理権者名
 （代理権者が署名の場合）

 役職　　　　　　　　　　　  代理権者名  フリガナ

（５）法人番号 99 9

（２）法人名
法人名

虎ノ門リース株式会社

（３）代表者名
 役職　　　　　　　　　　　  代表者名  フリガナ

代表取締役 竹　伸夫 タケ　ノブオ

0 2 7 中央区日本橋1丁目1番1号
都道
府県

 フリガナ

5 月 15 日

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金　交付規程第６条第１項の規定に基づき、以下の通り申請いたします。

１．申請者に関する事項

申請日 年2020

1 0

捺印または署名

（１）住所 東京

大門支店　第一リース課

3 － 0

印

申請書（事前）

記入例

メーカ「●●●株式会社」型式「▲▲▲」の外部給電器＜補助金交付額364千円＞を
値引き後価格（消費税抜き）で、900,000円で購入予定の場合

捺印または署名を

必ずお願いします。

HPの「補助対象外部給電器一覧（銘柄
ごとの補助金交付額）」の通りに記入し
て下さい。

外部給電器の購入は、交付決定通知書発
行日以降である必要があります。
「交付決定」は「補助金交付申請書」がセ
ンターに到着してから1ヶ月程度で行いま
すので、それらを考慮して記入ください。
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　 注1

以下の内容について了承します。

※センターの個人情報保護方針については、センターＨＰ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.cev-ｐｃ.or.jp/privacy.html)に記載されております。

【センター使用欄】 リース期間

※１枚目の５．（１）と同一

全２枚中の２枚目

●●●　▲▲▲

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書（つづき）

※自社製造外部給電器を補助金交付申請する場合には、製造原価を基に補助対象経費を算出し補助金額を決定します。

*購入予定価格は外部給電器本体の税抜価格を記入

交付決定額
＊センター記入

千円（１）申請額

７．利益等排除に関する事項（申請者が法人及びリース会社である場合に記入）

※１枚目の１．（２）と同一

【申請内容確認欄】※申請書１枚目からのつづきであることの確認

センター
確認

８．申請要件等の確認

申請者（リースの場合は使用・賃借者）と申請外部給電器の製造会社との関係は以下の通りです。（ア又はイの該当する方に○）

　　　　　ア．　申請者自身が補助金申請外部給電器の製造会社である（自社製品を申請）
　　　　　イ．　申請者は、補助金申請外部給電器の製造会社ではない

必ず内容を確認し押
印または署名をお願
いします。

注1     申請者欄と同じ印・署名

　①私は、申請外部給電器を処分制限期間内に処分する場合、センターの承認を受け、指示された補助金額を返納します。
　②私は、申請外部給電器に関し、本補助金以外に国の補助金(センターが認める補助金は除く)を申請・受領していません。
　③私は、暴力団又は暴力団員ではありません。
　④私は、本申請によりセンターが入手する個人情報に関し、本補助金の目的の範囲内で使用されることを了承します。
　　　（使用例：申請内容の問合せ、補助金交付等の通知、補助金の振込、外部給電器保有状況の調査等）
  ⑤私は、申請外部給電器の所有に関する情報について国・地方公共団体へ情報提供を求められた場合は了承します。
　　また災害時等に申請外部給電器の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めます。
　⑥センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該データについて国への提供を行うことを
　　了承します。
　⑦私は、申請書の記載内容が誤っていた場合、その誤内容をセンターが修正することを了承します。
　⑧私は、私に対する補助金の交付等に関する情報が、gBizINFOにて公表されることを了承します。
（以下⑨は申請者がリース会社の場合のみ）
　⑨申請外部給電器をリースする場合、そのリース料金は補助金相当額を引下げて設定します。

（１）法人名 虎ノ門リース株式会社

（２）外部給電器メーカー名

６．補助金額に関する事項

364 千円 （２）購入予定価格 900,000 円

印

HPの「補助対象外部給電器一覧（銘柄ごとの補助金交付額）」
の通りに記入して下さい。

本体（付属品・諸費用を除く）の税抜購入価格を記入して下
さい。定価ではありません。
値引きがあった場合は値引後の税抜価格です。
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記入例（様式８） 

 

 

役員名簿 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 性

別 
会社名 役職名 

和暦 年 月 日 

ﾀｹ ﾉﾌﾞｵ 竹 伸男 S 30 04 03 M 虎ノ門リース

株式会社 

代表取締役

社長 

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 小林 一雄 S 33 12 12 M 虎ノ門リース

株式会社 

常務取締役 

ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 田中 正夫 S 50 08 09 M 虎ノ門リース

株式会社 

取締役営業

本部長 

ｶｽﾐｶﾞｾｷ ｼﾝﾔ 霞ヶ関 慎也 S 33 11 05 M 虎ノ門リース

株式会社 

監査役 

ｶﾐﾔ ｺﾞﾛｳ 神谷 五郎 S 40 05 30 M 桜ファイナン

ス株式会社 

監査役 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

（注） 

 役員名簿については、氏名カナ（姓と名の間は 1 文字空け）、氏名漢字（姓と名

の間は 1 文字空け）、生年月日（大正は T、昭和は S、平成は H、数字は 2 桁）、

性別（男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該ア

ルファベットのカナ読みを記載すること。 

 

 
全項目を漏れなく記入してください。 

記入例 

全部事項証明書に記載されている役員を全て記入して下さい。 

使用者も同様の役員名簿が必要です。 
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III－２． 実績報告 

１． 必要書類一覧 

 

必要書類 
詳細説明 

参照ページ 
書類様式 

(1) 実績報告書 P35 
様式 18 

（全２枚） 

(2) 外部給電器の購入完了を確認する書類 P36 様式 19 

(3) 外部給電器の購入実績価格等を確認する書類 P36  

(4) 外部給電器代金の支払いを確認する書類 P36  

(5) 
補助金を受けた外部給電器（取得財産等）の管理のた

めの書類 
P37 様式 11 

（６） リース契約の確認書類 P37  

（7） リース料金の確認書類 P37 様式 3 

✑ センターが様式を指定する書類は、「Ⅴ．様式集」からコピーするか、センターのホームページ

からダウンロードしてお使い下さい。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

✑ 申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 

 

２． 必要書類の詳細説明 

（１） 実績報告書 

➢ 実績報告書（様式 18）は外部給電器１台につき 1部（全２枚）提出して下さい  

☞記入例：39 ページ 

➢ 実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払いの完了の日から起算して30日

以内、または 2021 年 3 月 1 日(必着）のいずれか早い日までに、センターに提出して下さい。 

記入項目 留意事項 

交付決定番号 交付決定通知書に記載されている内容を記入してください。 

１．申請者に関

する事項 

・「代表者名」は代表権をお持ちの方の氏名をお願いします。 

・公印による捺印または代表者による署名をお願いします。 

署名は代表者から権限委任を受けた同一法人内の代理権者による署名も

認めますが、その場合は委任状（様式 14）の写しの添付が必要です。 

・補助金交付申請書から申請者の名前・住所の変更があった場合は、「変更

届け出書」（様式 5）の提出が必要となります。（P45 参照） 
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２．実績報告書

に関する連絡

先 

・実績報告書の審査の過程で確認事項が発生した場合の、問い合わせ先

担当者の連絡先を正確に記入して下さい。（外部給電器販売会社の担当者

ではありません） 

３．外部給電器

の保管場所

等に関する事

項 

・外部給電器本体の保管場所の住所・保管場所名を記入してください。 

（保管場所名の記入例：●●公民館、◆◆市役所庁舎、□◆駅前販売店） 

・外部給電器運用・管理担当者の連絡先を正確に記入してください。 

４．外部給電器

に関する事項 

・購入された外部給電器の情報を記入ください。 

・外部給電器の機種は、補助金交付申請時と同じである必要があります。 

５．補助金額に

関する事項 

・交付決定通知書に記載されている交付決定額と購入実績価格（税抜き）を

記入ください。 

【申請内容確認

欄】 

・実績報告書の１枚目と２枚目がバラバラになった場合の確認のために記入

下さい。 

６．補助金振込

先に関する事

項 

・口座名義は、申請者名義の口座として下さい。フリガナも必ず記入して下

さい。（「1.申請者に関する事項」の「(2)法人名」と同一の名義） 

代表者等の個人名の口座には振り込めません。 

・記載ミスにより振込みができないケースが多くあります。振込先を確認でき

る通帳のコピーを添付してください。 

 

（２） 外部給電器の購入完了を確認する書類 

➢ 外部給電器購入完了報告書（様式１９）ならびに、型式・シリアルナンバーを含む必要事項

が記載された保証書（複写）を、外部給電器１台につき１部提出して下さい。 

・ 外部給電器購入完了報告書は、申請者が外部給電器販売業者等に作成を依頼し、提出し

て下さい。 

・ 新規に購入された外部給電器である必要があります。（中古品は不可） 

・ 納品日は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

☞記入例：41 ページ 

 

（３） 外部給電器の購入実績価格等を確認する書類 

➢ 購入価格が明示されている下記書類を提出して下さい。 

・ 商品名・型式が記載された注文書、請求書、契約書等（複写） 

（書類中の外部給電器購入者名と補助金申請者名が一致していること） 

 

（４） 外部給電器代金の支払いを確認する書類 

➢ 外部給電器代金の全額分の支払いが確認できる支払証憑（複写可）を提出して下さい。 

【支払証憑の例】 

◉ 申請者宛ての領収証 （「領収証（控）」は不可） 

◉ （銀行振込み等で領収証が無い場合） 銀行発行の振込み証明書（振込金受取書等） 

✰（注意） 

・ 外部給電器代金の全額分に相当する領収証が複数枚に分かれる場合は、複数枚の領

収証の複写を提出して下さい。 
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・ 入金証明書の類は領収証として扱えません。 

 

（５） 補助金を受けた外部給電器（取得財産等）の管理のための書類 

➢ センターが指定する「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」（様式 11）を提出して下さい。 

➢ 補助金を受けた外部給電器は、３年の保有義務期間（処分制限期間）があり、その間は、当

書類を備え付け、管理しなければなりません。 

☞記入例：42 ページ 

☞処分制限期間は 12 ページ参照 

 

（６） リース契約の確認書類 

➢ リース契約書（賃貸借契約書）の複写を提出して下さい。 

【提出書類の条件】 

・ リース契約成立後の契約書であること。 

・ リース期間、リース料金、外部給電器（メーカー名、型式、製造番号等）が記載されているこ

と。 

✰（注意）転リースの場合は中間リース会社のリース契約書（賃貸借契約書）の複写も必要

です。 

 

（７） リース料金の確認書類 

➢ センターが指定する「貸与料金の算定根拠明細書」 （様式３）を提出して下さい。 

✰（注意） 「貸与料金の算定根拠明細書」 （様式３）の記載内容の要件 

‧ 月々のリース料金（消費税抜き）に補助金相当額が還元されていること。 

‧ リース料金総額から計算した差額と月額リース料金から計算した差額が同額となるこ

と。 

（補助金相当額を全額一括して貸与先（使用者）に還元しないこと） 

‧ リース契約期間は、原則、処分制限期間以上であること。 

‧ リース契約期間が処分制限期間未満の場合は、リース会社が 処分制限期間に達

するまで保有しなければなりません。その旨を「貸与料金の算定根拠明細書」 の誓

約欄に記入捺印の上、提出して下さい。 

 

✰（注意） 転リースの場合には、中間リース会社作成の「貸与料金の算定根拠明細書」         

（様式３）も提出して下さい。 

☞記入例：43 ページ 

 

✰（注意） 公印による捺印または代表者による署名をお願いします。 

署名は代表者から権限委任を受けた同一法人内の代理権者による署名も認めますが、

その場合は委任状（様式 14）の写しの添付が必要です。 
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✐書類提出にあたり、以下の点をもう一度確認下さい 

＜リース会社＞ 

✰ 書類に不備がある場合は申請受付とはなりません。 

□ 実績報告期間に間に合っていますか？ 
実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払いの完了の日から起算して 30

日以内、または 2021 年 3 月 1 日(必着）のいずれか早い日までに、センターに提出して下さ

い。 

☞8 ページ参照 

□ 外部給電器の購入・納品の日付は期限等に合っていますか？ 
外部給電器の「納品」は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

☞8 ページ参照 

□ 実績報告書及びその他様式に、必要事項が、もれなく記入されていますか？ 

□ 申請者の名前と書類等に記載された名前は、全て一致していますか？ 
（補助金振込口座名義人、購入完了報告書・保証書・領収証等の宛名） 

□ 必要書類は全て整っていますか？  
 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

◇ 実績報告書（様式１８）   ＜原本＞ 

◇ 外部給電器購入完了報告書（様式１９） ＜原本＞ 
◇ 保証書 ＜複写 必要事項すべて記載のこと＞ 
◇ 注文書/請求書/契約書等 ＜複写 いずれか 1 つ＞ 

◇ 領収証/振込証明書等 ＜複写 いずれか 1 つ＞ 

◇ 取得財産等管理台帳・取得財産等明細書（様式 11） ＜複写＞ 

◇ リース契約書 ＜複写＞ 

◇ 貸与料金の算定根拠明細書（様式 3） ＜原本＞ 
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記入例（様式１８） 

 

全２枚中の１枚目

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事　殿

ＴＥＬ （ ‐ ‐ ） FAX （ ‐ ‐ ）

）　型式（ ）

）　

*納品日は完了報告書（様式１９）に記載の納品日を記載。

（１）担当者

 フリガナ モモ　ナルエ

担当者

桃　なるえ

（２）連絡先

所属部署

※日中連絡できる番号を記入

(１)保管場所住所

（１）交付決定額 364 千円 （２）購入実績価格

２．実績報告書に関する連絡先（審査の過程で確認事項が発生する場合があるため正確に記入ください）

03 1234

交付決定額
＊センター記入

千円円900,000

9999 03 1234 9998

東京
都道
府県 港区虎ノ門1丁目1番1号

　　　　　　　虎ノ門製作所　本店

6 10第 号 （交付決定通知日： 2020 年 月 日）　〇〇〇〇〇〇

（４）代理権者名
 （代理権者が署名の場合）

 役職　　　　　　　　　　　  代理権者名  フリガナ

（３）代表者名

 役職　　　　　　　　　　　  代表者名  フリガナ 捺印または署名

代表取締役 竹　伸夫 タケ　ノブオ

トラノモンリース（カ

（１）住所 東京
都道

府県 中央区日本橋1丁目1番1号1 3 － 0 0 2

（２）法人名
法人名

虎ノ門リース株式会社

7

（２）納品日 2020 年

(２)保管場所名

0

　　　　　　　本店　総務部 　　　　　　　　鈴木　一郎

(３)外部給電器の運
用に関する連絡先

〒 1 0 5 - 0

03-1234-5678 03-1234-5679

 製造番号（

7（３）支払完了日 2020

スズキ　イチロウ

*購入実績価格は外部給電器本体の税抜価格を記入

担当者氏名

▲▲▲ メーカー名（

0 0 1

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金実績報告書(外部給電器)

TEL（日中連絡できる番号） FAX

20

 フリガナ

2020

フリガナ トラノモンセイサクジョ　本店

３．外部給電器の保管場所に関する事項

（１）外部給電器の
種類

●●●

年7

◇◇◇◇◇◇

月 10

５．補助金額に関する事項

交付決定番号

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金　交付規程第１０条第１項の規定に基づき、以下の通り申請いたします。

１．申請者に関する事項

日

大門支店　第一リース課

31 日

４．外部給電器に関する事項

フリガナ

日

月

申請日 年 8 月

ホンテン　ソウムブ フリガナ

所属

実績報告書

印

記入例

捺印または署名を

必ずお願いします。

製造番号又はシリアルナンバー
を記入してください。

「納品日」並びに「支払完了日」は、当セ
ンターから通知された「交付決定通知書
発行日」以降かつ、６０日以内となるよう
お願い致します。

「３．」は、補助金交付申請時から
変更がなくても記入してください。
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フリガナ

口座名義

金融機関名と店名 名称 店名

銀行 信金 信組 その他 ） 本店 支店 出張所

口座番号

当座 貯蓄 その他

【センター使用欄】 リース期間

（１）
ト ラ ノ モ ン

虎ノ門リース株式会社

リ ー ス （ カ

（２）外部給電器メーカー名

センター

確認

8

2

●●●　▲▲▲

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書（つづき）

６．補助金振込先に関する事項　（□部分は該当するものに×を記入）

虎ノ門

3 4

9

1

（２）

平成 銀行コード

8

支店ｺｰﾄﾞ

（

5 6

※１枚目の４．（１）と同一

99 9 8

虎ノ門リース株式会社

【申請内容確認欄】※申請書１枚目からのつづきであることの確認

※１枚目の１．（２）と同一（１）法人名

全２枚中の２枚目

（３）

預金種目 口座番号（右詰で記入）

普通・

総合

※記載内容に誤りがあると、補助金が振り込めません。

通帳を見ながら正確に記入して下さい。
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記入例（様式１９） 

  

 

 

年 7 月 12 日

（外部給電器販売業者等）

　業者名称

下記のとおり、新規の外部給電器の購入が完了したことを証明します。

第 号 )

（「外部給電器本体」及び「型式及び製造番号又はシリアルナンバー部分の拡大」写真）

※　必要事項が記載された保証書を必ず添付して下さい。

以上

東京都新宿区西新宿１－１－１

記

●●●／▲▲▲

◇◇◇◇◇◇

（交付決定通知日： 2020年6月10日〇〇〇〇〇〇

（別紙添付可）

電　太郎

申請者名

　外部給電器の状況

製造番号または
シリアルナンバー

　責任者氏名

虎ノ門リース株式会社

2020年7月10日

（交付決定通知日以降である必要があります）

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金

外部給電器購入完了報告書

外部給電器販売株式会社

　責任者役職

メーカー名/型式

補助金交付決定番号

納品日

2020

販売部長

　住所

印

社印

外部給電器販売業
者の社印（角印等）
を捺印

責任者の認印を捺印

記入例
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記入例（様式１１） 

 

実績報告書に記載の

型式を記入 納品日を記入 保管場所の住所を記入

実績報告書5（2）の 取得財産等の処分を制限 補助金額を記入

購入実績価格を記入 する期間、3年を記入

「外部給電器メーカー名」と「外部給電器」を記入

「外部給電器メーカー名」は当センターHPの補助対象外部給電器一覧「銘

柄ごとの補助金交付額【外部給電器】」に記載の通り記入

取得財産等管理台帳・取得財産等明細表

使用者の住所
補助金額
（千円）

▲▲▲ 900,000 2019/7/10 3 東京都港区虎
ノ門1丁目1番
1号

364

型式
購入価格

（円）
（税抜き）

取得年月日
処分制限
期間（年）

●●●
外部給電器

製造番号又はシリアル

ナンバーを記入

「自動車登録番号
又は車両番号」

「外部給電器製造
番号又はシリアル

ナンバー」

◇◇◇◇◇◇

区分

財産名

記入例
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記入例（様式３） 

 

年 8 月 18 日

一般社団法人次世代自動車振興センター　

代表理事　殿

＜リース会社＞

住　所

名　称
署名または捺印

代表者名

代理権者役職・氏名

＜使用者（貸借者）＞

住　所

名 称
署名または捺印

代表者名

代理権者役職・氏名

１．車両・リース期間・補助金相当額

車名（外部給電器の場合はメーカー名）

リース期間（月数）　※１ ヶ月

補助金相当額　※２　　　　　　　　　 円

２．リース料金

リース料金総額（消費税抜き）

※１　リース期間が財産処分制限期間に満たない場合、リース会社は以下の誓約をお願いします。

＜リース会社名＞

＜リース会社＞担当者

：

：

：

：

虎ノ門リース株式会社

代表取締役　竹　伸男

株式会社虎ノ門製作所

代表取締役　小林　三郎

2020

貸与料金の算定根拠明細書

東京都中央区日本橋1丁目1番1号

東京都港区虎ノ門1丁目1番1号

10,20022,80033,000月額リース料金（消費税抜き）

▲▲▲

36

364,000

367,200

     03-1234-9999

     03-1234-9998

申請車両（又は外部給電器）は、リース期間が財産処分制限期間未満ですが、リースアップ後も財産処分制
限期間は継続して保有することを誓約します。

※２　使用者（貸借者）が自社製造車両を補助金申請する場合は、製造原価を基に補助対象経費を算出し
　　　補助金額が減額されます。減額の詳細はセンターに確認ください。

所属      大門支店第一リース課

TEL

FAX

補助金無しの場合 補助金有りの場合 差額

     桃　なるえ

署名または捺印

以下の内容に誤りはなく、同意いたします。

1,188,000

氏名

820,800

印

印

印

記入例

印

印

上記リース会社の
印と同じ

補助金相当額以上である
こと

契約書でこの金額が確

認できること
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IV. 計画変更・財産処分等の手続き 

IV－１． 概要 

➢ 交付決定以降から財産処分制限期間が経過するまでの間に、申請内容に変更が発生する場

合は、変更の内容と変更の時期に応じて、事前に手続きが必要です。 

 

変更の種類 交付決定～補助金振込み 
補助金振込み～ 

財産処分制限期間内 

（１）計画変更 

①軽微な変更   

② 重要事項 の 変

更 
  

（２）財産処分（外部給電器の処

分） 
  

 

必要書類一覧 

変更の種類 必要な書類 様式 

（１）計画変更 
①軽微な変更 変更届出書 様式５ 

②重要事項の変更 計画変更承認申請書 様式６ 

(２) 財産処分（外部給電器の処分） 
財産処分承認申請書   

★補助金交付を受けた年度によって申請書の

様式が異なりますので注意して下さい。 

様式１２★ 

✑ センターが様式を指定する書類は、「Ⅴ．様式集」からコピーするか、センターのホームページか

らダウンロードしてお使い下さい。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

✑ 申請書類の送付は、裏表紙に記載の宛先にお願いします。 
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IV－２． 計画変更   

➢ 変更の内容によって、手続きが異なることがありますので、必ず事前にセンターにご相談下

さい。 

変更内容 具体的な例 提出書類 

①軽微な変

更 

▣申請者の名前の変更 

（法人の代表取締役の変更、個人の改姓など） 

▣申請者の住所変更 

▣外部給電器の保管場所の変更 

※補助金の受領以降に発生する場合も対象となります。 

変 更 届 出

書 

＜様式５＞ 

②重要事項

の変更 

・補助金交付決定から補助金振込みの間に発生した以下の変

更が対象となります。 

▣ 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき 

▣ 外部給電器の機種変更※１ 

※１ 外部給電器の機種変更は、「当該申請を取り下げ」、新

たな機種で「別途補助金交付申請」を行う必要があります。 

※補助金の受領以降に外部給電器の売却、名義変更及びリ

ース契約者の変更等を行う場合は、「財産処分」となり、「財

産処分申請書」で手続きしなければなりません。 

計 画 変 更

承 認 申 請

書 

＜様式６＞ 
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IV－３． 財産処分申請 

➢ 補助金の交付を受けた外部給電器（「取得財産等」という）を処分制限期間内に処分する場

合には、処分する前に財産処分承認手続きが必要です。 

➢ 処分制限期間内にある外部給電器を処分して、新たに補助対象外部給電器（または車両）

を購入する場合、処分した外部給電器の補助金返納が完了するまで、新たな外部給電器

（または車両）への補助金は交付できません。 

・財産処分手続きの開始から完了までは期間を要しますので、早めの手続きをお願いします。 

   

＜取得財産等の処分（財産処分）の手続き＞ 

申 

請 

者 

 

 

 

 

 

 

セ
ン
タ
ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶ 

○必ず処分する前にセンターへ「財産処分承認申請書」を提出して下さい。 

✰（注意）補助金を受けた年度によって「財産処分承認申請書」の様式が異なりますので

注意して下さい。   ☞財産処分承認申請書は、Ⅴ．様式集を参照 

❷ 
○センターで処分内容を確認し、「財産処分承認通知書」を発送します。 

同時に、財産処分後に返送いただく「財産処分報告書」（記入用紙）を同封します。 

❸ ○外部給電器を処分し、その処分内容を「財産処分報告書」に記入して提出ください。 

❶財産処分承認 

申請書 

❷処分内容の 

確認 

❸外部給電器の

処分 

（売却等） 

❸財産処分 

報告書 

補助金返納額の 

お知らせ ❹補助金返納額 

算定 

❺補助金返納 

（期限:20 日以内） 

財産処分承認 

通知書 

財産処分報告書 

（記入用紙） 
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❹ 

○「財産処分報告書」に記載された処分内容に基づいて補助金返納額を算定し、補助金

返納額と返納期限を記載した「補助金返納額のお知らせ」を送付します。 

☆補助金返納額は、原則、外部給電器の「売却額」に基づいて以下の方法で算定しま

す。 

 

 

 
※1 売却額が残存簿価相当額より低価である場合は、残存簿価相当額を用いて算定。 

残存簿価相当額は、処分制限期間を償却期間とし、定率法による経過月数の償却

後の簿価として算定。 

※2 補助金比率は、外部給電器の購入費用に占める補助金額の割合 

（補助金比率＝補助金額／外部給電器購入費用） 

❺ 

○「補助金返納額のお知らせ」に記載した補助金返納額を期限までに返納ください。 

 ✰（注意）国の規定に従って、納付期限は、通知から 20 日とさせていただいております。 

また、期限までに返納されないときは延滞金をお願いすることもあります。 

 

✰（注意）取得財産等の処分に該当する行為 

補助金の目的は、クリーンエネルギー自動車の利用によって地球温暖化や大気汚染の原因とな

る自動車の有害な排出ガスの排出量低減に貢献することです。 

これに反する以下の行為は取得財産等の処分に該当する行為となります。 

ⓐ補助金の目的に反する使用  ⓑ譲渡（売却）  ⓒ交換  ⓓ貸付  ⓔ廃棄   

ⓕ担保に供すること 

 

✰（注意）補助金返納の必要のない場合 

財産処分が以下に該当する場合は、本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして補

助金の返納は必要ありません。 

 

ⅰ．取得財産等が天災等により使用不能となり廃棄処分した場合 

ⅱ．その他センターが特に認める場合 

ただし「財産処分承認申請書」を提出いただき、承認を得る必要はあります。 

 

✖無届で財産処分をした場合 

➢ センターでは、定期的に、補助金を交付した外部給電器の保有状況を調査しています。 

センターの承認を得ずに、処分制限期間内に財産処分を行ったことが判明した場合は、補

助金の全額の返納を求めることがあります。 

  

補助金返納額 ＝ 売却額 ※1 × 補助金比率 ※2 
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. 
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V. 様式集 

様式は、センターのホームページからダウンロードするか、次ページ以降の様式集をコピー

して使用してください。 

種類 名    称 様式 No 頁 

補助金交付申請 

補助金交付申請書（外部給電器） 様式 1-2 50 

貸与料金算定根拠明細書 様式 3 52 

役員名簿 様式 8 55 

補助金申請権限委任状 様式 14 58 

実績報告 

実績報告書（外部給電器） 様式 18 59 

購入完了報告書（外部給電器） 様式 19 61 

取得財産等管理台帳・取得財産等明細表 様式 11 56 

計画変更 

変更届出書 様式 5 53 

計画変更承認申請書 様式 6 54 

財産処分 財産処分承認申請書(H31) 様式 12 57 
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（様式１－２） 

 

全２枚中の１枚目

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書(外部給電器)

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事　殿

ＴＥＬ （ ‐ ‐ ） FAX （ ‐ ‐ ）

）　型式（ ）

TEL（日中連絡できる番号） FAX

担当者

所属部署

(３)外部給電器の運
用に関する連絡先

（１）使用・賃借者法
人名

使用・賃借者法人名

所属

フリガナ フリガナ

担当者氏名

(２)保管場所名

〒

※日中連絡で
きる番号を記
入

〒

（３）使用・賃借者連
絡先 担当者名・所属部署名

４．外部給電器の保管場所等に関する事項

(１)保管場所住所 -
都道
府県

※本社の住所
都道

府県
-

TEL FAX

３．リース契約に関する事項（申請者がリース会社である場合に記入。リース先が個人の場合は対象外。）

（２）使用・賃借者住
所

※日中連絡できる番号を記入

日月

＊クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金は、経済産業省が定めた「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付要綱」第
3条に基づき、国庫補助金を交付するものです。

（２）納品予定日

２．申請書に関する連絡先（審査の過程で確認事項が発生する場合があるため正確に記入ください）

（１）担当者

※法人番号の指定を受けた法人は13桁の番号を記入

　ア．地方公共団体　　　イ．法人（リース会社を除く）　　　ウ．リース会社　　　　　※該当するものに○　（個人は対象外）

（３）支払完了予定日 月

５．外部給電器に関する事項

日年

（６）申請者区分

年

（１）外部給電器の
種類

（２）連絡先

 メーカー名（

 フリガナ

フリガナ

（４）代理権者名
 （代理権者が署名の場合）

 役職　　　　　　　　　　　  代理権者名  フリガナ

（５）法人番号

 フリガナ

（２）法人名
法人名

（３）代表者名
 役職　　　　　　　　　　　  代表者名  フリガナ

－

月 日

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金　交付規程第６条第１項の規定に基づき、以下の通り申請いたします。

１．申請者に関する事項

申請日 年

都道
府県

捺印または署名

（１）住所

印

申請書（事前）
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　 注1

以下の内容について了承します。

※センターの個人情報保護方針については、センターＨＰ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.cev-ｐｃ.or.jp/privacy.html)に記載されております。

【センター使用欄】 リース期間

【申請内容確認欄】※申請書１枚目からのつづきであることの確認

※１枚目の５．（１）と同一

全２枚中の２枚目

（２）外部給電器メーカー名

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書（つづき）

※自社製造外部給電器を補助金交付申請する場合には、製造原価を基に補助対象経費を算出し補助金額を決定します。

*購入予定は外部給電器本体の税抜価格を記入

交付決定額
＊センター記入

千円（１）申請額

７．利益等排除に関する事項（申請者が法人及びリース会社である場合に記入）

※１枚目の１．（２）と同一

センター
確認

８．申請要件等の確認

申請者（リースの場合は使用・賃借者）と申請外部給電器の製造会社との関係は以下の通りです。（ア又はイの該当する方に○）

　　　　　ア．　申請者自身が補助金申請外部給電器の製造会社である（自社製品を申請）
　　　　　イ．　申請者は、補助金申請外部給電器の製造会社ではない

必ず内容を確認し押
印または署名をお願
いします。

注1     申請者欄と同じ印・署名

　①私は、申請外部給電器を処分制限期間内に処分する場合、センターの承認を受け、指示された補助金額を返納します。
　②私は、申請外部給電器に関し、本補助金以外に国の補助金(センターが認める補助金は除く)を申請・受領していません。
　③私は、暴力団又は暴力団員ではありません。
　④私は、本申請によりセンターが入手する個人情報に関し、本補助金の目的の範囲内で使用されることを了承します。
　　　（使用例：申請内容の問合せ、補助金交付等の通知、補助金の振込、外部給電器保有状況の調査等）
  ⑤私は、申請外部給電器の所有に関する情報について国・地方公共団体へ情報提供を求められた場合は了承します。
　　また災害時等に申請外部給電器の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めます。
　⑥センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該データについて国への提供を行うことを
　　了承します。
　⑦私は、申請書の記載内容が誤っていた場合、その誤内容をセンターが修正することを了承します。
　⑧私は、私に対する補助金の交付等に関する情報が、gBizINFOにて公表されることを了承します。
（以下⑨は申請者がリース会社の場合のみ）
　⑨申請外部給電器をリースする場合、そのリース料金は補助金相当額を引下げて設定します。

（１）法人名

６．補助金額に関する事項

千円 （２）購入予定価格 円

印
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（様式３） 

 

年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター　

代表理事　殿

＜リース会社＞

住　所

名　称 署名または捺印

代表者名

代理権者役職・氏名

＜使用者（貸借者）＞

住　所

名 称
署名または捺印

代表者名

代理権者役職・氏名

１．車両・リース期間・補助金相当額

車名（外部給電器の場合はメーカー名）

リース期間（月数）　※１ ヶ月

補助金相当額　※２　　　　　　　　　 円

２．リース料金

リース料金総額（消費税抜き）

※１　リース期間が財産処分制限期間に満たない場合、リース会社は以下の誓約をお願いします。

＜リース会社名＞

＜リース会社＞担当者

：

：

：

：

補助金無しの場合 補助金有りの場合 差額

署名または捺印

以下の内容に誤りはなく、同意いたします。

氏名

申請車両（又は外部給電器）は、リース期間が財産処分制限期間未満ですが、リースアップ後も
財産処分制限期間は継続して保有することを誓約します。

※２　使用者（貸借者）が自社製造車両を補助金申請する場合は、製造原価を基に補助対象経費を算出し
　　　補助金額が減額されます。減額の詳細はセンターに確認ください。

所属

TEL

FAX

月額リース料金（消費税抜き）

貸与料金の算定根拠明細書

印

印

印
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（様式５） 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 

変更届出書 

 

届出日      年  月  日 

 

一般社団法人次世代自動車振興センター  

代表理事 殿 

 

                     （申請者） 

                     補助金交付決定番号   第        号 

                      住 所〒 

 

 

氏名又は名称                

                      及び代表者名                  

 

 

 上記補助金交付決定番号をもって交付決定を受けたクリーンエネルギー自動車導入事業費補助

金の申請内容について、下記の変更がありましたので、クリーンエネルギー自動車導入事業費補

助金業務実施細則第 7条第２項の規定に基づき、届け出ます。 

 

記 

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 

   

   

   

変更年月日   年  月  日 

 

 

 

印 
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（様式６） 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 

計画変更承認申請書 

 

申請日      年  月  日 

 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

代表理事  殿 

（申請者） 

補助金交付決定番号 

     第              号 

住所 〒 

 

 

氏名又は名称 

及び代表者名                 

日中連絡が 

可能な電話番号                  

 

 

 

上記補助金交付決定番号をもって交付決定のあったクリーンエネルギー自動車導入事業費補助

金について、交付申請の内容を下記のとおり変更したいので、クリーンエネルギー自動車導入事

業費補助金交付規程第９条第１項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１．変更の内容 

変更事項 変更前 変更後 

   

 

２．変更を必要とする理由 

 

 

  

（注）１．既に交付決定を受けた補助金額の変更を伴う場合は、その旨も併せて記載すること。 

   ２．交付申請に添付した書類のうち変更のあるものは、変更後の書類を添付すること。 

 

印 
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（様式８） 

役員名簿 

 

氏名カナ 氏名漢字 
生年月日 性

別 
会社名 役職名 

和暦 年 月 日 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

（注） 

 役員名簿については、氏名カナ（姓と名の間は 1 文字空け）、氏名漢字（姓と名

の間は 1 文字空け）、生年月日（大正は T、昭和は S、平成は H、数字は 2 桁）、

性別（男性は M、女性は F）、会社名及び役職名を記載する。 

 また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該ア

ルファベットのカナ読みを記載すること。 
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（様式１１） 

 

型式
購入価格

（円）
（税抜き）

取得年月日
処分制限
期間（年）

「自動車登録番号
又は車両番号」

「外部給電器製造
番号又はシリアル

ナンバー」

取得財産等管理台帳・取得財産等明細表

使用者の住所
補助金額
（千円）

区分

財産名
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（様式１２） 

 

 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 
財産処分承認申請書 

 
申請日      年  月  日   

 
一般社団法人次世代自動車振興センター 
代表理事 殿 

（申請者） 
補助金交付決定番号 
   第               号 
住所〒 

 
 
 

氏名又は名称 
及び代表者名                  
日中連絡が 

可能な電話番号                    
 

 
上記の補助金交付決定番号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する財産処分

について、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付規程第１５条第３項の規定に基づき、
下記のとおり承認を申請します。 
  

記 
 

１．処分しようとする財産及びその理由 

 
 

財産の名称 
（車両：メーカー名・車名 

外部給電器：メーカー名） 

型 式 

自動車登録番号又は 
車両番号 

（外部給電器は空欄） 

車台番号 
（外部給電器は製造番号

又はシリアルナンバー） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

処分の方法 （ 該 当 項目 に ○ を つ け る ）  処分の理由  

１  売 却 （下 取 り等 ）   2 譲 渡   3 抹 消    
4  その他 （               ）  

 
 

 
２．処分の条件（該当項目に○をつける。その他の場合には条件を記入） 

 １ .補助金を返納します。  
 ２ .その他   

  
３．備考  
    
    
    
 

 

 

印 
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（様式１４） 

              

 

  年  月  日 

 
 
一般社団法人次世代自動車振興センター 
代表理事 殿 

 
住 所                    

 

法人名                    

 

代表者名                               ㊞ 

 

 

 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 
補助金交付申請に関する権限委任 

 
 

標記の補助金交付申請に関し、下記の通り権限を委任します。 
 

記 
 

１.委任者（代理権者） 
 

所属： 

役職： 

氏名： 

  （注）委任者は同一法人に所属している方でお願いします 

 
２.委任内容 
 
・補助金交付申請に関する権限（補助金交付申請書への署名） 

 ・〔リース会社による申請の場合に委任できる内容〕 
貸与料金の算定根拠明細書に関する権限 
（貸与料金の算定根拠明細書への署名） 

 
３.委任期間 
 
  令和元年度補正並びに令和２年度事業終了まで 

  （注）委任期間は当年度事業内とします 

 

（お願い）当委任状は補助金交付申請の都度、写しをご提出ください。 

     原紙は保管ください。 

以上 
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（様式１８） 

 

全２枚中の１枚目

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事　殿

ＴＥＬ （ ‐ ‐ ） FAX （ ‐ ‐ ）

）　型式（ ）

）　

*納品日は完了報告書（様式１９）に記載の納品日を記載。

（１）担当者

 フリガナ

担当者

（２）連絡先

所属部署

※日中連絡できる番号を記入

（１）交付決定額 千円 （２）購入実績価格

２．実績報告書に関する連絡先（審査の過程で確認事項が発生する場合があるため正確に記入ください）

交付決定額
＊センター記入

千円円

都道
府県

第 号 （交付決定通知日： 年 月 日）

（４）代理権者名
 （代理権者が署名の場合）

 役職　　　　　　　　　　　  代理権者名  フリガナ

（３）代表者名

 役職　　　　　　　　　　　  代表者名  フリガナ 捺印または署名

（１）住所
都道

府県
－

（２）法人名
法人名

（２）納品日 年

(２)保管場所名

(１)保管場所住所

(３)外部給電器の運
用に関する連絡先

〒 -

 製造番号（

（３）支払完了日

*購入実績価格は外部給電器本体の税抜価格を記入

３．外部給電器の保管場所に関する事項

所属 担当者氏名

 メーカー名（

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金実績報告書(外部給電器)

TEL（日中連絡できる番号） FAX

 フリガナ

４．外部給電器に関する事項

（１）外部給電器の
種類

年月

フリガナ

５．補助金額に関する事項

交付決定番号

　私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金　交付規程第１０条第１項の規定に基づき、以下の通り申請いたします。

１．申請者に関する事項

日 日

フリガナ

フリガナ

日

月

申請日 年 月

実績報告書

印
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フリガナ

口座名義

金融機関名と店名 名称 店名

銀行 信金 信組 その他 ） 本店 支店 出張所

口座番号

当座 貯蓄 その他

【センター使用欄】 リース期間

（１）

（２）外部給電器メーカー名

センター

確認

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付申請書（つづき）

６．補助金振込先に関する事項　（□部分は該当するものに×を記入）

（２）

銀行コード 支店ｺｰﾄﾞ

（

※１枚目の４．（１）と同一

【申請内容確認欄】※申請書１枚目からのつづきであることの確認

※１枚目の１．（２）と同一（１）法人名

全２枚中の２枚目

（３）

預金種目 口座番号（右詰で記入）

普通・

総合
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（様式１９） 

 

 

年 月 日

（外部給電器販売業者等）

　業者名称

下記のとおり、新規の外部給電器の購入が完了したことを証明します。

第 号 )

（「外部給電器本体」及び「型式及び製造番号又はシリアルナンバー部分の拡大」写真）

※　必要事項が記載された保証書を必ず添付して下さい。

以上

記

（交付決定通知日：

（別紙添付可）

申請者名

　外部給電器の状況

製造番号または
シリアルナンバー

　責任者氏名

（交付決定通知日以降である必要があります）

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金

外部給電器購入完了報告書

　責任者役職

メーカー名/型式

補助金交付決定番号

納品日

　住所

印

社印
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VI. 参考資料 

参考１．交付規程 

  令和２年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 

交付規程 

制定 令和２年４月１０日 

 

 

（通則） 

第１条 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」と

いう。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下

「施行令」という。）及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この規程は、経済産業大臣が定めたクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付要綱（以

下「交付要綱」という。）第２３条の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター（以下

「センター」という。）が行うクリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及び V2H 充放電設備の導

入に要する経費の一部を助成する事業（以下「補助事業」という。）の手続等を定め、もってその業

務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 「クリーンエネルギー自動車」とは、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及びクリーン

ディーゼル自動車をいう。 

二 「クリーンエネルギー自動車等」とは、クリーンエネルギー自動車並びに外部給電器及び V2H 充

放電設備をいう。 

三 「給電機能を有した次世代自動車」とは、クリーンエネルギー自動車のうちの電気自動車及び

プラグインハイブリッド自動車で、外部給電器・V2H 充放電設備を経由して又は車載コンセント

（１５００Ｗ ＡＣ１００Ｖ）から電力を取り出せる機能を有する車両をいう。 

四 「電気自動車」とは、搭載された電池又は燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機と

し内燃機関を併用しない検査済自動車（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条

第１項の規定による自動車検査証の交付を受けた道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車

をいう。以下同じ。）、又は型式認定を取得している側車付二輪自動車(道路運送車両法第２条第２

項に規定する自動車であって、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第２条第４項に規定

する側車付二輪自動車をいう。以下同じ。) 、原動機付自転車（道路運送車両法第２条第３項に

規定する原動機付自転車であって、特別区又は市町村の条例で付すべき旨を定められている標識

を取り付けているものに限る。以下同じ。）、若しくは軽自動車に該当する二輪自動車（道路運送
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車両法第２条第２項に規定する自動車であって、道路運送車両法施行規則第二条別表第一におい

て自動車の種別が軽自動車に該当する二輪自動車をいう。以下同じ。)をいう。 

ただし、検査済自動車にあっては、電動機が鉛電池によって駆動されるもの、事業用自動車、地方

公共団体ならびに地方公共団体が出資する法人が所有もしくは使用する塵芥車及び大型特殊自動

車（自動車抵当法（昭和２６年法律第１８７号）第２条ただし書に規定する大型特殊自動車を含

む。以下同じ。）を除く。 

五 「プラグインハイブリッド自動車」とは、搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機

関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。ただし、電動機が

鉛電池によって駆動されるもの、事業用自動車、地方公共団体並びに地方公共団体が出資する法

人が所有もしくは使用する塵芥車及び大型特殊自動車を除く。 

六 「クリーンディーゼル自動車」とは、軽油を燃料とする検査済自動車であって、平成２１年排出

ガス基準（道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以降（車両総重量が１．

７t より大きく２．５t 以下のもの及び車両総重量が３．５t より大きくて１２ｔ以下のもののう

ち、乗車定員１０人以下の乗用自動車を除くものにあっては、平成２２年１０月１日以降）に適

用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止上の技術基準をい

う。）に適合する自動車（自動車登録規則別表第二第三項、第五項又は第六項（車いす移動車等に

限る。）に掲げる自動車（事業用自動車を除く。）に限る。）をいう。 

七 「事業用自動車」とは道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条に規定する旅客自動車運

送事業、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２条に規定する貨物自動車運送事業

及び貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）第２条に規定する貨物利用運送事業の用に供

する自動車（自動車リース事業者が貸渡しを行う場合を含む）をいう。 

八 「外部給電器」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車（以下「電気自動車等」と

いう）から電力を取り出す装置で、電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放

電システムガイドライン V2L DC 版に基づく検定（CHAdeMO V2L protocol 認証）に合格している

もの、又は CHAdeMO 規格対応車両から電力の取り出しが可能であることについて車両製造事業者

から２車種以上の認定を受けているものをいう。 

九 「V2H 充放電設備」とは、電気自動車等から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、

電動車両用電力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC 版」

に基づく検定（CHAdeMO V2H protocol 認証）に合格しているものをいう。 

 

（交付の対象者、補助対象経費及び補助率） 

第４条 センターは、地方公共団体、その他の法人（独立行政法人を除く）、個人が行うクリーンエネ

ルギー自動車の導入、又は地方公共団体、その他の法人（独立行政法人を除く）、センターが別に定

める法人格を持たない団体等が行う外部給電器・V2H 充放電設備の導入（以下「車両等導入」という。）

に要する経費のうち、補助金の交付の対象としてセンターが認める経費（以下「補助対象経費」とい

う。）を基に、一定の基準に従って求めた補助金を、予算の範囲内において、交付するものとする。

この場合において、当該車両等導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まな

いものとする。なお、別紙 暴力団排除に関する誓約事項の記に記載されている事項に該当する者

は、本補助金の交付対象としない。 



64 

 

２ 前項の補助金の交付の対象となるクリーンエネルギー自動車等は、一定の仕様に基づき量産され

る自動車又は外部給電器・V2H 充放電設備であって、その製造事業者(当該製造事業者が海外法人で

ある場合にあっては、当該製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。)によるクリー

ンエネルギー自動車等の仕様又は型式（以下「銘柄」という。）ごとの申請に基づき、あらかじめセ

ンターが承認したものに限る。 

３ 補助対象経費及び補助率は、別表１のとおりとする。なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応

じて見直す。 

 

（補助金の交付額） 

第５条 前条第１項の補助対象経費に係る補助金交付額は、別表２に定める金額の範囲内で、前条第

２項の承認をする際に銘柄ごと、並びに V2H 充放電設備設置工事の項目ごとにセンターが定め、こ

れを公表する。ただし、補助金交付額が１５千円を下回った場合は、本補助金の交付対象としない。 

２ 前条第１項の補助対象経費に係る補助金交付額は、別表１の区分に応じて、別表１に規定する補

助対象経費の金額とし、補助率が規定されている場合は補助率を乗じた金額とする。ただし、V2H 充

放電設備設置工事においては、センター審査した補助金額とセンターが定める設置工事にかかる補

助交付上限額のいずれか低い方の金額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、センターが別に定める日ま

でに、センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出（以下「交付申請」という。）

しなければならない。 

２ 交付申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。 

一 交付申請が、クリーンエネルギー自動車等１台ごとに行われていること。ただし、V2H 充放電設

備については一つの工事ごとに行われていること。 

二 別表３の申請要件を満たしていること。 

三 別表４に定める書類が添付されていること。 

四 国の他の補助金（ただし、そのうちセンターが別に定める補助金を除く。）と重複して交付申請

していないこと。 

五 補助対象経費の中に自社製品の調達分が含まれる場合、別に定める方法により利益等を排除し

て交付申請をすること。 

六 申請者が反社会的勢力及びそれに準ずるものではないこと。 

 

（交付の決定等） 

第７条 センターは、前条第１項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査

により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、センターが定める様

式により申請者に通知（以下「補助金交付決定通知」という。）するものとする。この場合において、

センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につ

き修正を加えて通知を行うものとする。 

２ センターは、第１項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 
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（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、前条第１項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の

内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取り下

げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して７日以内にセンターが定める様式による補

助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。 

２ 申請者は、前条第１項の規定による補助金の交付の決定の通知を受ける前において、補助金の交

付申請を取り下げることができる。交付申請の取下げをしようとするときは、センターに申告しな

ければならない。 

 

（計画変更の承認等） 

第９条 申請者は、第７条第１項の補助金交付決定通知を受けた後に、当該通知のもととなった交付

申請の内容を変更（全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。）しようとするときは、あらかじめ

センターが定める様式による計画変更承認申請書をセンターに提出し、センターが定める様式によ

る計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。ただし、V2H 充放電設備設置工事におけ

る軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を受けることとする。なお、軽微

な変更については、センターが別に定める。 

２ センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付

すことができる。 

 

（実績報告）  

第１０条 第７条第１項の交付の決定の通知を受けた外部給電器に係る申請者は、当該外部給電器に

係る補助対象経費全額の支払いの完了の日から起算して３０日以内又はセンターが別に定める日の

いずれか早い日までに、センターが定める様式による実績報告書をセンターに提出しなければなら

ない。また、V2H 充放電設備に係る申請者は、当該設備の設置工事が完了し、V2H 充放電設備と設置

工事に係る補助対象経費全額の支払いが完了したときは、センターが別に定める日までに、センタ

ーが定める様式による実績報告書をセンターに提出しなければならない。 

２ 第１項の実績報告書に必要な添付書類は別表４に定める。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１１条 センターは、クリーンエネルギー自動車に係る交付申請があり、第７条第１項の交付の決

定をしたときは、併せて補助金の額の確定を行い、当該交付の決定の通知と併せて補助金の額をセ

ンターが定める様式により通知するものとする。 

２ センターは、外部給電器又は V2H 充放電設備に係る前条第１項の実績報告書の提出があった場合

は、当該報告書に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金の交

付の決定の内容（第９条第１項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容）及びこれ

に付された条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、センターが定める様式により通

知するものとする。 
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（補助金の支払） 

第１２条 センターは、交付要綱第１５条に基づく経済産業大臣からの補助金の支払があったときは、

前条の規定により確定した交付すべき補助金を遅延なく申請者に支払うものとする。 

２ 前項の申請者への補助金の支払いは、申請者が補助金交付申請書に記載する補助金の支払先に対

する振り込みにより行うものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 センターは、第９条第１項の規定による計画変更等の申請があった場合又は第７条第１項

の交付決定通知を受けた申請者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第７条第１項の規

定による決定の全部又は一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更す

ることができる。 

一 法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場合。 

二 交付決定通知のもととなった交付申請（第９条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のも

の）の内容と異なる使用等をした場合。 

三 不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。 

四 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、交付決定通知のもとと

なった交付申請（第９条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの）の内容の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合。 

五 申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。 

２ 前項の規定は、第１１条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。 

３ センターは、第１項に基づき交付決定を取消したときには、センターが定める様式の補助金交付

決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。 

４ センターは、第１項に基づき交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されていると

きは、センターが定める様式の補助金返還命令書により、２０日以内の期限を付して当該補助金の

全部又は一部の返還を命じる。 

５ センターは、前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は、第１項第四号に規定する場合

を除き、その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、返還の額

（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額）につき年利

１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。 

６ 第４項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければならな

い。 

７ 第４項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還を命じられた金額について、返還期限までに返

還しない場合は、未返還の金額に対して、返還期限の翌日からの期間に応じて年利１０．９５％の割

合で計算した延滞金をセンターに納付しなければならない。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等

およびＶ２Ｈ充放電設備付帯設備等（以下「取得財産等」という。）については、善良な管理者の注

意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。 
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２ 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理台帳・

取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。 

３ センターは、本規程に準じたクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金管理規程を作成して補

助金の交付を受けた者に通知し、取得財産等の適正な管理を促すものとする。 

 

（財産処分の制限等） 

第１５条 取得財産等については、一定の期間、処分（補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交

換、貸し付け、廃棄又は担保に供することをいう。）を制限する。 

２ 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を勘案して、センターが別に定める。 

３ 取得財産等の内、処分を制限するものは、センターが別に定める。 

４ 前項の規定により定められた処分を制限する期間内において、取得財産等を処分しようとすると

きは、あらかじめセンターの承認を受けなければならない。センターは、承認に際して補助金相当額

の返納を求めることができる。 

５ センターは、補助金の交付を受けた者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は収入が

あると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができる。 

６ 第３項及び前項の納付について、納付期限は納付指示の通知日から２０日以内とし、納付期限内

に納付指示をした全額の納付がない場合は、センターは、未納に係る金額に対して、その未納に係る

期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。 

 

（センターによる調査）  

第１６条 センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第４条第２

項の承認を受けたクリーンエネルギー自動車等の製造事業者及び輸入事業者並びに申請者（申請者

が補助金の交付を受けた後を含む。以下「申請者等」という。）に対して取得財産等の保有に関する

調査等を行うことができる。 

２ 前項の製造事業者及び輸入事業者並びに申請者等は、センターが必要な範囲内において調査等を

申し出た場合は、これに協力しなければならない 

 

（センターによるデータ等の提供要請） 

第１７条 センターは国の施策に基づきクリーンエネルギー自動車等の普及促進を図るため、必要な

範囲において申請者等に対してクリーンエネルギー自動車等の普及に資するデータ等の提供を要請

することができる。 

２ 申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協力す

るよう努めなければならない。 

 

（予算が不足する場合の措置等） 

第１８条 センターは、第６条第１項の規定に基づいて別に指定する補助金交付申請書提出期限以前

に、補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の

執行状況を見極めた上で、交付申請の受付を中止することができる。この場合には、あらかじめセン
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ターのホームページ等で周知するものとする。 

２ センターは、前項の交付申請の受付中止に関係する必要事項を別に定める。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第１９条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認し

なければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。なお、申請者が暴力団であ

る又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合には、センターは本事業を通じ申請者に関して得

た情報を国に提供することができる。 

 

（個人情報保護） 

第２０条 センター及びその職員は、本事業を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

２ センター及びその職員は、本事業の実施にあたって第６条第１項の申請に関する一切の個人情報

を、当該情報の提供者から了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第２条に規

定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。 

 

（その他必要な事項） 

第２１条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、センターが

別に定める。 

２ センターは、交付要綱第２条に規定する交付の目的を達成するために、経済産業大臣から補助事

業の手続等について見直しを求められた場合には、この交付規程及び前項に規定する施行に関し必

要な事項について、所要の見直しを図るものとする。 

３ センターは、交付要綱第２条に規定する交付の目的を達成するために、補助対象経費の算定等に

資するクリーンエネルギー自動車等の新技術の動向調査、クリーンエネルギー自動車等の普及に向

けた調査等を行うことができる。 

 

 附則 

１ この交付規程は、令和２年４月１０日から施行する。 
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別紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請をするに当たって、

また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたし

ます。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又

は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を

有しているとき。 
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（別表１）補助対象経費の内訳及び補助率 

車両等導入の区分ごとの補助対象経費及び補助率は下表のとおりとする。 

 

車両等導入の区分 補助対象経費 補助率 

① 電気自動車(注 1) 

(燃料電池によって駆動される電動機

を原動機とするもの、第一種原動機付

自転車、側車付二輪自動車、第二種原

動機付自転車を除く。また、道路運送

車両法に規定する、人の運送の用に供

する乗車定員 10 人以下の普通自動車

（いわゆる 3ナンバー車）にあっては、

一充電走行距離が 200km以上のものに

限る) 

ⅰ.普通自動車のうち、人の運

送の用に供する乗車定員 10

人以下の自動車（いわゆる 3

ナンバー車） 

B×(D-200) 1/1 以内 

ⅰ．普通自動車のうち、人の

運送の用に供する乗車定員

10 人以下の自動車（いわゆ

る 3 ナンバー車）以外 

ⅱ．小型自動車 

ⅲ．軽自動車 

C×D 1/1 以内 

②プラグインハイブリッド自動車(注 1) 

（EV 走行換算距離（注 2）が 40km 以上の車両に限る） 
200 千円 1/1 以内 

③電気自動車（燃料電池自動車）（注 1） 

（燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの） 
A-(E+F) 2/3 以内 

④クリーンディーゼル自動車 A-(E+F) 1/15 以内 

⑤電気自動車 

（第一種原動機付自転車及び側車付二輪自動車） 
A-F 1/4 以内 

⑥電気自動車 

（第二種原動機付自転車） 
A-F 1/4 以内 

⑦電気自動車（道路運送車両法施行規則により定める「第一種原動機付

自転車」であって、道路交通法施行規則により定める「ミニカー」） 

定額補助 

（注 3） 
- 

⑧外部給電器 

（電気自動車等から電力を取り出す装置） 
A 1/3 以内 

⑨V2H 充放電設備 A 1/2 以内 

⑩V2H 充放電設備の設置工事費 G - 

 

A：車両・機器本体価格(税抜)  

B：一充電走行距離１km 当たりの補助単価 ２千円／km 

C：一充電走行距離１km 当たりの補助単価 １千円／km 

D：一充電走行距離(km) （注 2） 

E：調整額 

 ・電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)：０円 

 ・クリーンディーゼル自動車：２００千円 

F：基礎額 

・クリーンエネルギー自動車として専用設計･製造された電気自動車(燃料電池によって駆動される

電動機を原動機とするもの) 、クリーンディーゼル自動車、原動機付自転車及び側車付二輪自動車

にあっては、当該クリーンエネルギー自動車と同種・同格の一般のガソリン内燃機関自動車（ベー

ス車両）の本体価格に対して、クリーンエネルギー自動車として必要な仕様以外の装備価格差を調

整した額。 

・補助対象車両が既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したもの(初度登録前のものに限

る。)にあっては、改造後の本体価格から改造に要した費用を差し引いた額。改造に要した費用と

は、以下に掲げる経費であって、算定根拠が明確であるもの。 

・部品費 

燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合は充電器、ディーゼル内燃機関、排気ガスの浄化装

置その他改造に必要な部品等 

・工事費 
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車体（シャシー）改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り付け、排気

ガスの浄化装置の取り付けその他改造に必要な工事費 

・設計費 

設計に係る試作及び設計図書の作成に要する費用、その他の設計に必要な経費（複数台の改造に

設計図書を共有できる場合は、これを考慮して１台当たりの設計費を算定したもの） 

・検査費 

   必要な性能試験及び所定の検査費 

・諸費用 

改造に必要不可欠な手続等に要する費用 

G：V2H 充放電設備の設置工事費 

・V2H 充放電設備設置工事費 

・付帯設備工事費 

・その他設置に係る費用 

設置工事費の詳細項目については別にセンターが定める。 

 

（注 1）外部給電器・V2H充放電設備を経由してもしくは AC100V 1.5kW コンセント（オプション装備設

定も含む）電力を取り出すことができる車両については、上記スキームで算出された補助金交付額

に一律で 2 万円の増額を行う。 

（注 2）一充電走行距離及び EV 走行換算距離は、JC08 モード値又は WLTC モード値（国土交通省審査

値）とする。 

   ただし、輸入自動車で国土交通省審査値の認定を受けていない検査済自動車は生産国で取得した

認定値とする。 

（注 3）一般使用等個人ユースは２００千円、カーシェアリング等サービスユースは３００千円の定額

を補助する。 

 

（別表２）補助金の交付額の範囲 

補助金の交付額は、次のクリーンエネルギー自動車等の区分ごとに定める上限額の範囲内で定め

る。 

・軽自動車・小型自動車・普通自動車である電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動

機とするもの、原動機付自転車、側車付二輪自動車を除く)にあっては４００千円 

・軽自動車・小型自動車・普通自動車であるプラグインハイブリッド自動車にあっては２００千円 

・クリーンディーゼル自動車にあっては１５０千円 

・第一種原動機付自転車、側車付二輪自動車にあっては６０千円 

・第二種原動機付自転車にあっては１２０千円 

・軽自動車・小型自動車・普通自動車である電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原

動機とするもの）にあっては２，２５０千円 

・ミニカーに分類される電気自動車にあっては、個人ユースは２００千円、サービスユースは３０

０千円 

・外部給電器にあっては、５００千円 

・V2H 充放電設備本体にあっては、1 基当たり７５０千円 

・V2H 充放電設備設置工事にあっては、1 基当たり９５０千円 

（V2H 充放電設備設置工事の項目ごとの上限額、複数の V2H 充放電設備の設置工事における設置工

事費の補助金交付上限額は別にセンターが定める。） 

 

（注 1）AC100V 1.5kW コンセント（オプション装備設定も含む）もしくは外部給電器・V2H 充放電

設備を経由して電力を取り出すことができる車両については、補助金交付上限額に関係なく、一律

で 2 万円の増額を行う。 
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（別表３）補助金の申請要件 

次の要件をすべて満たすこと。 

 

【クリーンエネルギー自動車】 

① 申請車両は、初度登録された車両（中古の輸入車の初度登録車を除く。）であること。 

② 申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること 

③ 申請車両は、センターが別に定める期間内に初度登録され、かつ過去に補助金申請したことのな

い車両であること。 

④ 申請車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了しているこ

と。ただし、手形を除く。 

⑤ 申請者は車両購入者であり、申請車両の自動車検査証上の所有者及び使用者は申請者であること。

ただし、リースの場合は、申請者はリース会社であり、自動車検査証上の所有者はリース会社、

使用者は当該車両のリースを受ける者であること。所有権留保付ローン購入の場合は、申請者は

車両購入者であり、自動車検査証上の所有者は自動車会社又はローン会社等、使用者は申請者で

あること。また、法人による申請及び法人が申請車両のリースを受ける者である場合に限り、当

該法人の役員又は従業員が、申請車両の管理責任者として「自動車保管場所証明書」を取得した

ことによって自動車検査証上の使用者となっている場合も申請を認める。 

⑥ リースの場合は、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反

映したリース料金を設定すること。 

⑦ 自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の

促進の目的で使用されるものでないこと。 

⑧ 自動車を販売する業を営む法人のうち、自動車を販売する業を主として営む法人が、当該車両の

自動車検査証上の使用者となる場合は、その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度

登録日前一年以内に販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。 

自動車を販売する業を主として営む法人の定義については、センターが別に定める。 

⑨ 申請車両に関し、走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンター（これらが

指定する機関を含む。）への提供への協力を求められた場合は、これを了承すること。 

⑩ センターが定める仕様の申請車両については、申請者は、センターが指定するＪクレジット事業

実施団体（Ｊクレジット制度に基づき排出削減事業を行う団体をいう。）への入会、当該団体及び

国への当該申請者に係る個人情報の提供、その他Ｊクレジット制度への協力を求められた場合は、

これを了承すること（申請者自身が排出削減事業を行う場合、又は、排出削減事業を行う他の団

体に入会する場合を除く。） 

⑪ 申請者が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年

5 月 31 日法律第 27 号）によって法人番号の指定を受けた者（以下「法人番号保有者」という。）

にあっては、補助金の交付を受けた場合には、その情報が国のｇＢｉｚＩＮＦＯサイトにおいて

公表されることを了承すること 

⑫ 給電機能を有した次世代自動車の申請者は、申請車両の所有に関する情報について、国・地方公

共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承す

ること 

また災害時等に、申請車両の貸与について、国・地方公共団体から要請があった場合には、可能

な範囲で協力するよう努めること 

⑬ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該デー

タについて国への提供を行うことを了承すること 

 

【外部給電器】 

① 交付決定後に購入される外部給電器（中古を除く）であること 

② 購入費の支払いは、全額を現金一括で支払うこと 

③ リースの場合は、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反

映したリース料金を設定すること 

④ 申請者は、外部給電器の購入者であること。ただし、リースの外部給電器の場合は、申請者はリ

ース会社であり、当該外部給電器のリースを受ける使用者は地方公共団体又はその他法人（独立

行政法人を除く）、センターが別に定める法人格を持たない団体等であること 

⑤ 申請者は、申請する外部給電器の所有に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに
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情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること 

また災害時等に、申請する外部給電器の貸与について国・地方公共団体から要請があった場合に

は、可能な範囲で協力するよう努めること 

⑥ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該デー

タについて国への提供を行うことを了承すること 

 

【V2H 充放電設備】 

① V2H 充放電設備（中古を除く）の発注及び設置工事の施工開始、支払いは交付決定後であること 

② 補助対象経費の支払は交付決定日後であって、またその支払方法は原則として金融機関振込とす

ることに同意していること。 

③ 補助対象経費の支払方法において、他の取引との相殺払い、手形（電子手形を含む。）による支払

及び裏書譲渡、ファクタリング（債権譲渡）による支払、割賦販売やローン契約を利用した支払

等によらないこと。 

④ リースの場合は、補助金は一旦リース会社に交付されるので、リース会社は、補助金相当額を反

映したリース料金を設定すること 

⑤ 申請者は、V2H 充放電設備の所有者であり、かつ当該設備の給電対象施設の使用権を有する者で

あること。ただし、リースの V2H 充放電設備の場合は、申請者はリース会社であり、当該 V2H 充

放電設備のリースを受ける使用者は地方公共団体又はその他法人（独立行政法人を除く）、センタ

ーが別に定める法人格を持たない団体等で、かつ給電対象施設の使用権を有する者であること 

⑥ 申請者は、V2H 充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。ただし、リースの場

合は、リースを受ける使用者が、当該設備を設置する土地の使用権を有する者であること 

⑦ 申請者は、申請する V2H 充放電設備の設置に関する情報について、国・地方公共団体からセンタ

ーに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること 

また災害時等に、申請する V2H 充放電設備の利用について国・地方公共団体から要請があった場

合には、可能な範囲で協力するよう努めること 

⑧ センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該デー

タについて国への提供を行うことを了承すること 

⑨ 申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一

部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、以下の各列記事項に従う

こと。 

イ 契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な遂行の

ために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。 

ロ 契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措

置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施する予定の相

手方としないこと。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又

は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる

こととする。 

ハ センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措置を求

めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場合は、その求めに応じること。 

二 前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても同様に

取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができるものとする。 
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（別表４）申請に必要な添付書類 

【クリーンエネルギー自動車】 

１．申請者を確認する書類 

①申請者が法人（地方公共団体、リース会社を除く）の場合は、商業登記簿の全部事項証明書(履

歴事項証明書又は現在事項証明書)の写し（発行から３カ月以内のもの、複写可）及びセンター

が別に定める役員等名簿 

②申請者が個人の場合は、本人確認書類（免許証、健康保険証、住民票等）の写し 

③申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該車両の使用

者に関し、それが法人の場合は上記①の書類、それが個人の場合は上記②の書類 

２．申請車両及び車両代金の支払いを確認する書類 

①自動車検査証の写し又は標識交付証明書の写し（標識交付証明書が発行されない場合は、軽自

動車税申告書控の写し又は標識届出証明の写し等） 

②車両代金支払証憑の写し（注） 

③リース目的で取得した車両を申請する場合については、リース契約書（自動車賃貸借契約書）

の写し 

３．補助金を受ける車両（取得財産等）の管理のための書類 

①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の写し  

４．その他センターが定めるもの 

 

（注）支払証憑の写しとは、申請者宛ての領収証（購入者が受領したものの写し）、又は銀行振込

み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証明書（振込金受取書等の写し）等と

する。 

なお、支払証憑を補完する書類として次のものが必要となる場合がある。 

・支払証憑の記載金額が、車両本体以外のものも区分けせずに記載されている場合は、車両本

体の支払額がわかる内訳明細表。 

・下取車の価格を購入金額の一部に充当した場合は、査定士が適正下取価格であることを認め

た「下取車入庫証明書」（様式は別に定める。）。 

・申請者が車両代金の支払いのため銀行又はクレジット会社のローンを利用した場合は、車両

販売会社から銀行又はクレジット会社宛ての領収証。当該領収証には、申請者名と当該車両代

金の支払い分であることが明記されていること。または、販売店と申請者で締結された今後全

額支払いすることが明記されている契約書等。 

 

【外部給電器】 

●補助金交付申請時 

１．申請者を確認する書類 

①法人（地方公共団体を除く）にあっては、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現

在事項証明書)の写し（発行から３カ月以内のもの、複写可）及びセンターが別に定める役員名

簿 

②申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該外部給電器

の使用者（地方公共団体を除く）に関する上記①の書類 

③認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳の写し 

④センターが別に定める法人格を持たない団体等については、センターが別に定める書類 

２．申請する外部給電器を確認する書類 

①申請者宛ての見積書、注文書、契約書のいずれか一つの写しで、販売業者の押印があり、メー

カー名、型式、購入価格（予定価格）、購入費の支払いが現金一括払いであることを確認できる

支払い条件（現金、振込等）が、明記されていること 

３．その他センターが定めるもの 

 

●実績報告時 

１．外部給電器購入完了報告書 

２．申請した外部給電器の代金の支払いを確認する書類 

①交付決定後に新規に購入された外部給電器であることが確認できる書類 

・購入日が記された保証書もしくは納品日が記された納品書（写し） 
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②外部給電器の代金の支払いが完了していることを確認できる書類 

・申請者（購入者）宛ての領収証又は銀行振込み等で領収証の無い場合は、銀行発行の振込み

証明書（振込金受取書等）等（写し）。 

③リース会社がリース目的で購入した外部給電器の場合は、リース契約書（写し） 

３．補助金を受ける外部給電器（取得財産等）の管理のための書類 

①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（写し） 

４．その他センターが定めるもの 

 

【V2H 充放電設備】 

●補助金交付申請時 

１．申請者を確認する書類 

①法人（地方公共団体を除く）にあっては、商業登記簿の全部事項証明書(履歴事項証明書又は現

在事項証明書)の写し（発行から３カ月以内のもの、複写可）及びセンターが別に定める役員名

簿 

②申請者がリース会社の場合は、リース会社自身に関する上記①の書類、及び、当該 V2H 充放電

設備の使用者（地方公共団体を除く）に関する上記①の書類 

③認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳の写し 

④センターが別に定める法人格を持たない団体等については、センターが別に定める。 

２．給電対象施設及び設備設置場所の使用権を確認する書類 

３．V2H 充放電設備設置場所を確認する書類 

４．申請する V2H 充放電設備本体を確認する書類 

①申請者宛ての見積書の写しで、販売業者の押印があり、メーカー名、型式、購入価格（予定価

格）、購入費の支払いが振込であることを確認できる支払い条件が明記されていること 

５．申請する V2H 充放電設備設置工事を確認する書類 

①V2H 充放電設備設置工事に係る見積書 

②V2H 充放電設備の設置場所見取図等 

③設置工事内容が確認できる図面 

④工事着工前の要部写真 

６．その他センターが定めるもの 

 

●実績報告時 

１．V2H 充放電設備購入・設置完了報告書 

２．申請した V2H 充放電設備及び設置工事代金の支払い等を確認する書類 

①V2H 充放電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の写し 

発注書、請求書、領収書の写し 

②V2H充放電設備のメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保証書（た

だし、この場合、保証書のフォームはメーカーが定めたもので、第三者の発行をメーカーが管

理できる場合に限る。） 

③V2H 充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものについては、リース契約書

の写し 

④充電設備設置中及び完了後の要部写真 

⑤充電設備設置の完了を確認できる図面 

３．補助金を受ける V2H 充放電設備（取得財産等）の管理のための書類 

①取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（写し） 

４．その他センターが定めるもの 
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参考２．業務実施細則 

令和２年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 

業務実施細則 

 制定：令和２年４月１５日 

 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が行うクリーン

エネルギー自動車導入事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する業務は、クリーン

エネルギー自動車導入事業費補助金交付規程（以下「交付規程」という。）に定めるもののほ

か、交付規程によりセンターが定めるこの業務実施細則（以下「実施細則」という。）によ

る。 

 

（用語） 

第２条 この実施細則で使用する用語は、特に定めのない限り交付規程の例による。 

 

（補助金交付額） 

第３条 交付規程第５条第１項に規定する銘柄ごとにセンターが定める補助金交付額は、別表１

の通りとする。 

２ 交付規程第５条第１項に規定する V2H充放電設備工事の項目ごとにセンターが定める補助金

交付上限額は、別表 7 の通りとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 交付規程第６条第１項に規定するセンターが別に定める補助金交付申請書の提出期限

は、クリーンエネルギー自動車導入に係る申請にあっては令和３年３月１日、外部給電器に係

る申請にあっては令和３年１月２９日、V2H充放電設備に係る申請にあっては令和２年１０月

３０日とする。 

２ 交付規程別表３のクリーンエネルギー自動車の申請要件③に規定するセンターが別に定める

申請車両の初度登録の期間は、令和２年２月２２日から令和３年２月１９日までとする。ま

た、個別車両ごとの補助金交付申請書の提出期限は、当該車両の初度登録の日から１か月以内

とする。ただし、売買契約の方式を要因とする代金の支払い事務手続に要する期間等の観点か

らセンターが特別な期間を設定し、ホームページ等において告知した場合には、その告知した

補助金交付申請書の提出期限も認める。 

３ 交付規程別表３のクリーンエネルギー自動車の申請要件⑧に規定する自動車を販売する業を

主として営む者とは、自動車を販売する業を営む者のうち、次の各号のいずれにも該当する者

をいう。ただし、新たに自動車を販売する業を営む者である場合については、以下の各号の要

件に準じてセンターが個別に判断する。 

一 直近の会計年度における総売上に占める自動車販売（新車販売に係るもの）に係る売上の

比率が１５％超である者 
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二 直近の会計年度における年間の新車販売台数が２０台超である者 

三 前各号に相当する者としてセンターが特に認める者 

４ 交付規程別表３のクリーンエネルギー自動車の申請要件⑩に規定するセンターが定める仕様

の車両は、道路運送車両法第７５条第１項の規定によりその型式について指定を受けた電気自

動車とする。 

５ 交付規程別表３のクリーンエネルギー自動車の申請要件⑩に規定するセンターが指定する J

－クレジット事業実施団体は、J-グリーン・リンケージ倶楽部とする。 

６ 交付規程別表４に規定する申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表３のと

おりとする。 

７ 交付規程第６条第２項第四号に規定するセンターが別に定める補助金は、「安全運転サポー

ト車普及促進事業費補助金」とする。 

８ V2H充放電設備の申請にあっては、以下の各列記事項のとおりとする。 

一 交付申請書の提出があった場合は、当該申請書類等の確認を行い、受付の可否を判断する

ものとする。所定の申請書及び添付書類並びにその記載内容が適正であるものについては

受付を行い、申請書の相違等、センターが適正でないと認めたものは、受付を不可とする

とともにその旨を申請者に通知するものとする。 

二 前項において、交付申請書類等にセンターが不備があると認めた場合は、センターが申請

者に一定期間内に書類等の不備を是正するように指示し、受付を保留することができるも

のとする。 

三 前項にあっては、センターが指示する一定期間内を超えても不備の是正がされない場合

は、イ項同様に受付を不可とし、その旨を申請者に通知するものとする。 

四 前３号の規定は、実績報告においても適用する。 

五 申請者は、リース契約を含む申請を行う場合にあっては、交付規程に定める保有義務期間

以上使用することを前提とした契約とするに同意すること。 

六 申請者は、地方公共団体の支庁・支所・出張所等又は法人の支社・支店からの申請を行う

場合にあっては、交付申請と同時に、代表権者から当該支庁・支所・出張所等の長又は当

該支社・支店の長へ、センターが定める様式による委任状を提出しなければならない。 

 

（補助金交付額の算定方法） 

第５条 センターは、第３条第１項で規定する銘柄ごとの補助金交付額の算定を以下の２、３項

各項に掲げる方法で、V2H充放電設備設置工事の補助金交付額の算定を以下の４項に掲げる方

法で行う。 

２ 車両の製造事業者から補助対象車両として申請のあった銘柄は、別表２の補助金交付額の算

定のための条件を満たすものであること。 

３ 当該銘柄の補助金交付額は、交付規程別表１に定める方法で求めた補助対象経費に、補助率

が規定されている場合は銘柄ごとに定めた補助率を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた

額とする。 

４ V2H充放電設備設置工事費については、交付規程別表２に定めた額を補助金交付上限額と

し、別表７に定める設備設置工事の項目ごと補助交付上限額と申請者が申告する補助対象経費
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についてセンターが審査しこれを認めた額のいずれか低い方を合算した額を補助金交付額（千

円未満の端数は切り捨て。）とする。ただし、交付規程第７条第１項の規定による交付決定通

知書に記載の内容に対して、交付規程第１０条第１項の規定による実績報告に記載された補助

対象経費が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。 

 

（利益等排除の方法） 

第６条 交付規程第６条第２項第五号に規定する利益等排除の方法は別表４に定める。 

 

（計画変更の承認等） 

第７条 センターは、交付規程第７条第１項に規定するところの交付申請に係る事項の修正、同

条第２項に規定するところの条件の付加、第９条に規定するところの計画変更の承認及びその

他の理由により、当初の申請に係る補助金額が増減する場合、原則として減額のみを認め、増

額は認めないものとする。 

２ センターは、交付規程第９条に規定するところの計画変更の内容が、軽微な変更であると認

められる場合は、計画変更の承認申請によらず、届出とすることができる。 

 

（取得財産等の管理等） 

第８条 交付規程第１４条第３項に規定するクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金管理規

程を別表５のとおり定める。 

 

（実績報告書等） 

第９条 交付規程第１０条第１項に規定するセンターが別に定める実績報告書の提出期限は、外

部給電器にあっては令和３年３月１日、V2H充放電設備にあっては令和３年１月２９日とす

る。 

２ 交付規程別表４に規定する外部給電器並びに V2H充放電設備の実績報告に必要な添付書類の

うちセンターが定めるものは、別表３のとおりとする。 

 

（取得財産等の処分制限等） 

第１０条 交付規程第１５条第２項に規定する取得財産等の処分を制限する期間を別表６のとお

り定める。 

２ 交付規程第１５条第３項に規定する取得財産等の内処分を制限するものは、クリーンエネル

ギー自動車、外部給電器、V2H充放電設備並びに、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万

円以上の V2H充放電設備の付帯設備とする。 

３ 交付規程第１５条第４項に基づきセンターが補助金の返納を求めるときは、補助事業等によ

り取得し又は効用が増加した財産の処分等の取扱いについて（平成１６・０６・１０会計課第

５号）を準用し、残存簿価相当額は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年３

月３１日大蔵省令第１５号）別表第十に基づく定率法で算出する。ただし、その取得財産等の

処分が本人責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして別表８に掲げるもの、または取

得価格 50万円未満の V2H充放電設備の付帯設備にあっては、センターは補助金の返納を求め
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ないものとする。 

４ V2H充放電設備並びに付帯設備については、前項においてセンターが認める処分を行うと

き、又は交付規程第１５条第１項に規定する処分に該当しない処分を行うときは、センターが

定める様式により届けることとする。 

 

（予算が不足する場合の措置等） 

第１１条 交付規程第１８条第２項に規定するところの交付申請の受付中止に関係して必要な事

項を次の各項に定める。 

２ センターは、交付申請の受付中止に関し、予め定めた日をもって中止する方法又は補助金申

請額が予算額を超過した日をもって中止する方法のいずれかを決定し告知する。 

３ センターは、交付申請の受付を中止する旨を告知した時は、当該告知日からホームページ等

で定期的に予算消化状況を公表する。 

４ センターは、予め定めた日又は補助金申請額が予算額を超過した日をもって交付申請の受付

を終了し、ホームページ上で交付申請の受付を終了したことを告知する。 

５ センターは、予め定めた日又は予算超過日の前日までにセンターに到着した交付申請を審査

対象とし、それ以降にセンターに到着した交付申請は全て無効として扱う。 

 

（審査委員会） 

第１２条 センターは、クリーンエネルギー自動車等に関連する分野に精通しかつ中立的な立場

の団体の所属者及び学識経験者による審査委員会を組織し、経済産業省へ提出する交付規程に

関する審議、実施細則の制定及び変更（軽微なものを除く。）、補助金の交付の対象となるクリ

ーンエネルギー自動車等の審査及び補助金交付額の決定、その他、補助金の交付に係る重要な

事項等について、当該審査委員会の審議を経て決定する。 

 

（様式） 

第１３条 交付規程によりセンターが定める様式は、様式１から様式１９、様式 V01から様式

V18のとおりとする。 

 

（法人格を持たない団体等） 

第１４条 交付規程第４条第１項に規定するセンターが別に定める法人格を持たない団体等は、

法人格を持たないマンション管理組合並びにマンション等のオーナーとする。 

２ 交付規程別表 4の法人格を持たない団体等の申請者を確認する書類は、マンション管理組合

（管理組合法人を除く。）にあっては、マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証

する書類の写し及び代表者の本人確認書類（免許証、健康保険証、住民票等）の写し、マンション

等オーナーにあっては本人確認書類（免許証、健康保険証、住民票等）の写しとする。 

 

（一つの工事） 

第１５条 交付規程第６条第２項第一号に記されている「一つの工事」とは「同一施設内に V2H

充放電設備を設置する工事」をいい、同一施設内に複数基の V2H充放電設備を設置する場合も
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「一つの工事」となる。 

 

（手続代行者） 

第１６条 V2H充放電設備の申請者にあっては、交付申請及び実績報告に係る業務等の手続きの

一部の代行について、第三者（以下「手続代行者」という。）に依頼することができるものと

する。ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。 

２ 手続代行者は、申請者の指示に従い依頼された手続きを誠意をもって実施しなければならな

い。また、本手続の代行を通じて申請書に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

３ 手続代行者による申請を行う場合は、次の各号に定める項目に関し、手続代行者の了承を得

た上で依頼しなければならない。 

一 手続代行者は、申請者が依頼する交付規程及び実施細則に規定される手続きを代行するこ

と。 

二 手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。 

三 補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となる

こと。 

四 手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、第２０条に基づき、手続代行業務

の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。 

五 手続代行者は、交付申請と同時に、センターが定める様式による手続代行者届出書を提出

しなければならない。 

４ 前項の規定は、実績報告においても適用する。 

５ センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第１６条に基づき交付

決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還

命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。 

 

（交付の決定等） 

第１７条 センターは、V2H充放電設備の交付審査等をするにあたり、V2H充放電設備等の導入

を図る地方公共団体に対して、設備設置が円滑に実施できるよう十分に配慮するものとする。 

 

（実施状況等報告） 

第１８条 申請者は、センターが必要と認めて要求したときは、V2H充放電設備の設置工事の実

施状況等について、センターが定める様式による実施状況等報告書をセンターが要求する期日

までに提出しなければならない。 

 

（V2H充放電設備設置事業の経理等） 

第１９条 V2H充放電設備の補助金の交付を受けた者は、原則として本補助金の交付を受けて実

施した V2H充放電設備の設置事業（以下「V2H充放電設備設置事業」という。）に関する経理

についての帳簿を備え、V2H充放電設備設置事業以外の経理と区分した上、V2H充放電設備設

置事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 
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２ 補助金の交付を受けた者は、前項の支出額について、その内容を証する書類を整理して、前

項の帳簿とともに V2H 充放電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、

センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなけれ

ばならない。 

 

（不正行為等の公表等） 

第２０条 センターは、申請者、手続代行者、工事施工会社及び V2H充放電設備の製造事業者等

が虚偽及び不正行為等により補助金の申請手続き等を行った場合、次の各号の措置を講ずるこ

とができるものとする。 

一 センターが行う補助事業等の新しい申請の全部又は一部について、一定期間受付を拒否する

こと。 

二 申請者、手続代行者、工事施工会社及び V2H充放電設備の製造事業者等の名称及び不正の内

容を公表すること。 

 

（軽微な変更） 

第２１条 交付規程第９条第１項に記されている V2H充放電設備設置工事における「軽微な変

更」とは別表９の変更内容をいう。 

 

（附則） 

１．この業務実施細則は、令和２年４月１５日から施行する。 
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（別表１）銘柄ごとの補助金交付額 

（別途） 

 

（別表２）補助金交付額の算定のための条件 

１．クリーンエネルギー自動車として設計・製造されたもの 

クリーンエネルギー自動車の区分 補助金交付額の算定のための条件 

電気自動車 

(燃料電池によって駆動される電動機

を原動機とするものを除く) 

①搭載された蓄電池が鉛電池以外で、総電力量が明

確であること。 

②「搭載された電池の性能保証」が設定されている

こと。 
プラグインハイブリッド自動車 

電気自動車 

(燃料電池によって駆動される電動機

を原動機とするもの) 

①当該クリーンエネルギー自動車と同種・同格の一

般のガソリン内燃機関自動車（以下「ベース車

両」という。）が適切に選定されていること。 

②ベース車両とクリーンエネルギー自動車との車両

本体価格の差について、クリーンエネルギー自動

車として必要な仕様以外の装備の価格差の調整が

適正であること。 

③当該クリーンエネルギー自動車とベース車両との

差額が、許容できる範囲内で明確に説明され適正

と認められるものであること。 

電気自動車（道路運送車両法施行規則

により定める「第一種原動機付自転

車」であって、道路交通法施行規則に

より定める「ミニカー」） 

 

 

２．既存自動車をクリーンエネルギー自動車に改造したもの 

（当条件の適用対象となるクリーンエネルギー自動車は、電気自動車(燃料電池によって駆動

される電動機を原動機とするもの)、クリーンディーゼル自動車、原動機付自転車に限る） 

改造に要した費用として計上されている費用項目が適切であり、費用の算定根拠が許容で

きる範囲内で明確に説明されていること。 

【費用項目】 

・部品費 

燃料電池・関連機器、充電器が別置型の場合は充電器、ディーゼル内燃機関、排気ガ

スの浄化装置、その他改造に必要な部品等 

・工事費 

車体（シャシー）改造、エンジン改造、モーターの搭載、燃料電池・関連機器の取り

付け、排気ガスの浄化装置の取り付け、その他改造に必要な工事費 

・設計費 

設計に係る試作及び設計図書の作成に要する費用、その他設計に必要な経費（複数台

の改造に設計図書を共有できる場合は、これを考慮して１台当たりの設計費を算定し

たもの） 

・検査費 

必要な性能試験及び所定の検査費 

・諸費用 

改造に必要不可欠な手続等に要する費用 
 

（別表３）補助金交付申請・実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 
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●補助金交付申請時 

【クリーンエネルギー自動車】 

①リース車両にあっては次の書類 

・リース料金算定根拠明細書。 

このリース料金算定根拠明細書のリース料金は、補助金相当額が月々のリース料金の引き

下げに反映されたものであること 

②クレジット契約等により車検証上の所有者と使用者が異なる場合にはあっては次の書類 

・保管場所標章番号通知書又は使用者が契約者である任意自動車保険契約書 

これらがない場合は、補助金の申請者と当該車両の使用者が一致することを証する書面 

③法人による申請及び法人が当該車両のリースを受ける者である場合で、自動車検査証上の使

用者が当該法人の役員又は従業員となる場合にあっては次の書面。 

・車両を適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書 

・法人と自動車検査証上の使用者の関係が分かる書類 

④カーシェアリングするミニカーにあっては次の書類 

 ・カーシェアリングであることを証する書面 

⑤型式が不明である車両にあっては、事前に承認を受けている補助対象車両の仕様と同一であ

ることを証する書面 

⑥その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

【外部給電器】 

①外部給電器がリースの場合にあっては次の書類 

・貸与料金の算定根拠明細書又は補助金相当額がリース料金に反映されたことを証する書面 

②その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

【V2H充放電設備】 

① V2H充放電設備を設置する土地を所有していない場合は、土地の利用及び V2H充放電設備設

置の許諾を証する書類。V2H充放電設備の給電対象施設を所有していない場合は、当該施設

の利用及び V2H充放電設備設置の許諾を証する書類。 

②マンション等への V2H充放電設備設置事業の申請にあっては、V2H充放電設備の設置場所がマ

ンション等であることを証する書類 

③マンション等への V2H充放電設備設置事業の分譲済みのマンション等の申請にあっては、V2H

充放電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていること

を証する書類 

④その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

●実績報告時 

【外部給電器】 

①その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

【V2H充放電設備】 

①V2H充放電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細（V2H充放電設備の本体価格等の

内訳が記載されているもの） 

②V2H充放電設備設置工事の完了を証する書類 

③V2H充放電設備及びその設置工事がリースの場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細書 

④その他必要に応じてセンターが定めるもの 
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（別表４）利益等排除の方法 

補助金交付申請者が補助対象車両、外部給電器、V2H 充放電設備を製造している場合等にお

いては、その補助対象車両、外部給電器、V2H充放電設備並びに V2H充放電設備設置工事には、

補助金交付額の算定のもととなる補助対象経費の中に、補助金交付申請者の利益等が含まれる

こととなることから、通常の補助金額を交付することは好ましくない。このため、補助対象経

費から利益等を排除して補助金の額を決定することとする。 

その方法は原則以下のとおりとする。 

 

【車両・外部給電器の場合】 

１．利益等排除の対象 

補助金交付申請する車両又は外部給電器が、補助金交付申請者（リースの場合はその使用者

を含む。以下、この表で同じ。）が製造したものである場合は、利益等排除の対象とする。 

 

２．利益等排除の方法 

①電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするものを除く) 及びプラグ

インハイブリッド自動車ならびに外部給電器の場合 

通常の場合の補助対象経費に、車両本体価格に対する製造原価（注 1）の比率を乗じて求めた

ものを利益等排除後の補助対象経費とする。 

②電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの)、クリーンディーゼ

ル自動車及び原動機付自転車の場合 

車両本体価格を製造原価に置き換えて算定した補助対象経費を利益等排除後の補助対象経

費とする。 

（注）「製造原価」については、その根拠となる資料の提出を行うものとする。 

 

【V2H充放電設備ならびに設備設置工事の場合】 

１．利益等排除の対象となる調達先 

補助金の申請者（リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同じ。）

が以下の（１）から（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、

いわゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とする。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連

会社及び関係会社に基づく。（注２） 

（１）申請者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。） 

 

２．V2H充放電設備の利益等排除の方法 

２－１．V2H充放電設備メーカーとの関係性を確認 

（１）申請者の自社調達の

場合 

該調達品の本体価格に対する製造原価（注３）の比率をもって補

助金交付額から利益相当額の排除を行う。 

（２）１００％同一の資本

に属するグループ企業から

の調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売

上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、

売上総利益率がマイナスの場合は０とする。）をもって補助金

交付額から利益相当額の排除を行う。 

（３）申請者の関係会社（上

記（２）を除く。）からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売

上高に対する営業利益の割合（以下「営業利益率」といい、営

業利益率がマイナスの場合は０とする。）をもって補助金交付

額から利益相当額の排除を行う。 

 

２－２．V2H充放電設備販売会社との関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 
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（２）１００％同一の資本に属す

るグループ企業からの調達の場

合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）にお

ける売上総利益率をもって補助金交付額から利益相当

額の排除を行う。売上総利益率がマイナスの場合は０と

する。 

（３）申請者の関係会社（上記

（２）を除く。）からの調達の場

合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）にお

ける営業利益率をもって補助金交付額から利益相当額

の排除を行う。営業利益率がマイナスの場合は０とす

る。 

 

３．設置工事の利益等排除の方法 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属す

るグループ企業からの調達の場

合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）にお

ける売上総利益率をもって補助対象経費から利益相当

額の排除を行う。売上総利益率がマイナスの場合は０と

する。 

（３）申請者の関係会社（上記

（２）を除く。）からの調達の場

合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）にお

ける営業利益率をもって補助対象経費から利益相当額

の排除を行う。営業利益率がマイナスの場合は０とす

る。 

（注２）親会社とは、他の会社（子会社）の議決権のある株式の５０％超を保有している会社

のこと。 

子会社とは、他の会社（親会社）に議決権のある株式の５０％超を保有されている会社の

こと。 

関連会社とは、他の会社に議決権のある株式を２０％以上５０％未満保有されている会社

のこと。 

関係会社とは、親会社、子会社及び関連会社のこと。 

（注３）当該調達品の製造原価については、製造原価を証明する資料の提出を行うものとする。 
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（別表５）クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金管理規程 

クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金管理規程 

 

１．補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したクリーンエネルギー自動車等

（以下「取得財産等」という。）について、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交

付の目的である、地球温暖化や大気汚染の原因となる自動車の有害な排出ガスの排出量低減

並びに災害時のレジリエンス向上に貢献することに沿って使用しなければならない。 

２.補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管

理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。 

３．補助金の交付を受けた者は、センターが定める取得財産等の処分を制限する期間において

は、取得財産等を処分（譲渡、交換、貸し付け（リース事業者を除く）、廃棄又は担保に供

すること等の補助金の交付目的に反する行為）してはならない。 

取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数を勘

案して、別表６に定める期間とする。 

４．補助金の交付を受けた者は、別表６に定められた期間内において、取得財産等を処分しよ

うとするときは、あらかじめセンターの定める様式の財産処分承認申請書をセンターに提出

し、承認を受けなければならない。 

 センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財産等の処分の目的、事由に

よっては、補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。また、センターの承認を得ず

に、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部の返納を求める場合が

ある。 

５．補助金の交付を受けた者が、取得財産等の処分制限期間内に取得財産等を処分した場合

で、取得財産等の処分によって、補助金の交付を受けた者に収入があるとセンターが認める

ときには、センターは、補助金の交付を受けた者に対して、期限を付してその収入の全部又

は一部のセンターへの納付を命ずることができる。 

６．センターは、補助金の交付を受けた者に補助金の返納を求めた場合には、その者からの新

しい交付申請に対する補助金の交付については、補助金の返納が完了したことを確認するま

で拒否することができる。 
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（別表６）取得財産等の処分を制限する期間 

【クリーンエネルギー自動車】 

下表に該当しない車両の場合は、個別に判断する。 

種類 

 自家用車両※１  貸自動車業用車両※２ 

 
区分 

処分制

限期間 
 区分 

処分制

限期間 

乗
用
車 

 

道路運送車両法上の自動車の種別

が、普通自動車又は小型自動車の

もの。 

４年 

 総排気量２㍑超のもの。総排気量

がないものは、道路運送車両法上

の自動車の種別が普通自動車のも

の。 

４年 

  総排気量２㍑以下のもの。総排気

量がないものは、道路運送車両法

の自動車の種別が小型自動車のも

の。 

３年 

貨
物
車 

 道路運送車両法上の自動車の種別

が、普通自動車又は小型自動車で、

積載量２トン超のもの 

４年 

 道路運送車両法上の自動車の種別

が、普通自動車又は小型自動車で、

積載量２トン超のもの 

４年 

 道路運送車両法上の自動車の種別

が、普通自動車又は小型自動車で、

積載量２トン以下のもの 

４年 

 道路運送車両法上の自動車の種別

が、普通自動車又は小型自動車で、

積載量２トン以下のもの 

３年 

車
い
す
移
動
車 

 
道路運送車両法上の自動車の種別

が普通自動車のもの。 
４年 

 
道路運送車両法上の自動車の種別

が普通自動車のもの。 
４年 

 
道路運送車両法上の自動車の種別

が小型自動車のもの。 
３年 

 
道路運送車両法上の自動車の種別

が小型自動車のもの。 
３年 

軽
自
動
車 

 
道路運送車両法上の自動車の種別

が軽自動車のもの。（除く側車付二

輪自動車） 

４年 

 
道路運送車両法上の自動車の種別

が軽自動車のもの。（除く側車付二

輪自動車） 

３年 

側
車
付
二

輪
自
動
車 

 

道路運送車両法上の自動車の種別

が側車付二輪自動車のもの。 
３年 

 

道路運送車両法上の自動車の種別

が側車付二輪自動車のもの。 
３年 

ミ
ニ
カ
ー 

 道路運送車両法施行規則により定

める「第一種原動機付自転車」であ

って、道路交通法施行規則により

定めるもの。 

３年 

 道路運送車両法施行規則により定

める「第一種原動機付自転車」であ

って、道路交通法施行規則により

定めるもの。 

３年 

原
付
２
輪 

 

道路運送車両法上の自動車の種別

が原動機付自転車の２輪のもの。 
３年 

 

道路運送車両法上の自動車の種別

が原動機付自転車の２輪のもの。 
３年 

※１ 自家用車両とは、いわゆる白ナンバー車両。 

※２ 貸自動車業用車両とは、いわゆるレンタカー用車両。リース用車両ではない。 

 

【外部給電器・V2H充放電設備】 

外部給電器 3年 

V2H充放電設備及びその付帯設備 5年 
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（別表７）V2H充放電設備設置工事の項目ごと補助金交付上限額  

No 補助対象となる費用項目 

項目ごと補助金交付上

限額 

（単位：万円） 

(1) 設備設置工事費  

① 
設備設置基礎工事費 

基数単位 

15 

設備本体搬入費（通常/離島） 1/4 

② 電気配線工事費 85 

(2) 付帯設備設置工事費  

① 充電スペースのライン引き 

基数単位 

5 

② 路面表示 15 

③ 屋根  
一つの申請で屋根と小屋を重複して選

択はできない。 

30 

④ 小屋 45 

⑤ 設備防護用部材 8 

⑥ 電灯 5 

(3) その他設置に係る費用  

① 雑材・消耗品費、養生費 

申請単位 

5 

② 図面作成費 10 

③ レイアウト検討 10 

④ 電力会社立会・協議費 5 

⑤ 安全誘導費 10 

⑥ 監督等の労務費 8 

 1基設置の場合の補助金交付上限額 95 

「一つの工事」で複数の V2H 充放電設備を設置の場合は、基数単位となっている工事費用項目ご

との補助金交付上限額については、当該項目ごとに定められた別表７の補助金交付上限額に設置

基数を乗じた額とする。また、「一つの工事」で複数の V2H充放電設備を設置場合の設置工事費の

補助金交付上限額については、別にセンターが定める。 
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（別表８）取得財産等の処分のうち、センターが認めるもの 

【車両】 

１．取得財産等が天災等により走行不能となり抹消処分した場合及び使用不能になり廃棄処分

した場合 

２．取得財産等が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合 

３．取得財産等が道路運送車両法の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第５６条第４項

の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた自動車など別に定める特殊な自動車であり、そ

の有効期間を経過し、公道走行が不可能となった場合。 

４．その他センターが特に認める場合 

【外部給電器】 

１．取得財産等が天災等により使用不能になり廃棄処分した場合 

２．その他センターが特に認める場合 

 

【V2H充放電設備】 

次に掲げる処分（貸し付けの場合にあっては、補助金の交付を受けた者が、V2H充放電設備等の

所有権を留保するものに限る。） 

１．天災又は過失のない事故等により補助対象 V2H 充放電設備が使用不能となり廃棄処分した

場合 

２．V2H充放電設備設置後に本補助金の目的の達成を図るために、充電インフラネットワーク会

社等へ行われる利用権の許諾 

３．V2H充放電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充放電機能を低下させたり、外見を

著しく阻害させたりしてはならない 

４．建築物等に V2H充放電設備が設置された場合における、当該建築物等の譲渡と併せて行わ

れる当該 V2H充放電設備の譲渡。 

５．申請者が所有していない土地に V2H充放電設備が設置される場合において、当該土地所有

者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該 V2H充放電設備の処分であって、処分後も

引き続き当該 V2H充放電設備が本補助目的の達成を図るために利用されるものとしてセンタ

ーが認めるもの。 

６．その他センターが特に認める場合 

 

（別表９）軽微な変更 

１．ブレーカー容量の変更 

２．電力ケーブルのサイズの変更 

３．V2H充放電設備や付帯設備の基礎サイズの変更 

４．付帯設備のメーカー、型式の変更 

５．充電スペースの変更等 

６．V2H充放電設備を同一敷地内で１０ｍ未満移動 

 

 

  



90 

 

参考３．関連メーカーの連絡先 

社名 連絡先 TEL 

株式会社豊田自動織機 
エレクトロニクス事業部 

事業企画部営業室 
0562-48-9127 

ニチコン株式会社 お客様相談室 
フリーダイヤル 

0120-215-023 

本田技研工業株式会社 
ライフクリエーション事業本部 

新事業推進部 エネルギー事業課 
03-5412-1165 

三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター  
フリーダイヤル 

0120-324-860 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先・書類送付先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.05 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

次世代自動車部 

 

〒１０３－００２７ 東京都中央区日本橋一丁目１６番３号 

日本橋木村ビル９階 

TEL：０３－３５４８－３２３１ 

FAX：０３－３５４８－３２３２ 

URL：http://www.cev-pc.or.jp 

 

受付時間： ９：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

（土日、祝祭日を除く） 


